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１．環境基本計画等策定経過 

 

（平成14年度） 

8月23日 
第１回遠野市環境基本計画策定委員会 

（条例制定及び計画策定方針の決定、策定スケジュールの確認） 

10月12日～13日 環境アンケート調査（産業まつり、110名） 

10月29日 第１回ワーキンググループ員会議（策定方針の決定） 

11月18日 第２回ワーキンググループ員会議（条例及び計画のアウトライン検討） 

11月28日 
第１回遠野市環境懇話会 

（懇話会の概要と役員選出、条例制定及び計画策定方針の確認） 

12月 ４日 第３回ワーキンググループ員会議（条例・骨子の検討） 

12月16日 
第４回ワーキンググループ員会議 

（条例素案の検討、アンケート調査内容の検討） 

12月25日 市政モニター意見提言聴取 

１月 ８日 
第２回遠野市環境基本計画策定委員会 
（条例（案）の検討、コンサルタントの選定） 

１月14日 
第５回ワーキンググループ員会議 

（条例（案）のまとめ、アンケート調査項目の検討） 
１月14日～17日 環境座談会（市内８地区、130名参加） 

１月21日 第３回遠野市環境基本計画策定委員会（条例（案）のまとめ） 

１月22日 第２回遠野市環境懇話会（条例（案）の諮問） 

１月23日～３月 地域環境の現況調査（既存資料による）－コンサル業務 

２月26日 
第３回遠野市環境懇話会 

（諮問の取り扱い、条例策定を15年度に繰り延べ確認） 

２月26日 
第４回遠野市環境基本計画策定委員会・第６回ワーキンググループ員会議 

（環境講演会、アンケート調査項目の決定、地域環境懇談会の実施） 

３月７日～16日 環境アンケート（市民1，000名、事業所100社） 

３月 23日 環境勉強会（土淵町西内地区、13名） 
３月30日 環境勉強会（土淵町９区、40名） 

 

（平成15年度） 

４月19日 環境勉強会（附馬牛町３区、30名） 

４月29日 環境勉強会（綾織町１区、11名） 

４月30日 環境勉強会（綾織町７区、26名） 

５月 ２日 環境勉強会（土淵町恩徳地区、５名） 

５月 ５日～９日 環境アンケート（小学５年生、中学２年生対象） 

５月15日 環境勉強会（遠野町４区、30名） 
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５月16日 環境勉強会（松崎町２区、10名） 

５月17日 環境勉強会（土淵町６区、15名） 

５月18日 環境勉強会（遠野町３区、41名） 

５月23日 環境勉強会（建設業協会、40名） 

５月27日 第１回遠野市環境審議会（平成15年度策定計画、策定スケジュール） 

５月28日 環境勉強会（上郷町３区、８名） 

５月31日 環境勉強会（土淵町大杉地区、18名） 

６月18日 
第１回遠野市環境基本計画策定委員会・第１回ワーキンググループ員会議 

（平成15年度策定計画及び策定スケジュール、基調講演） 

６月27日 環境勉強会（青笹町４区、８名） 

６月28日 環境勉強会（小友町３区、10名） 

７月 ４日 環境勉強会（松崎町１区、21名） 

７月 ５日 環境勉強会（附馬牛町７区、９名） 

７月10日 第２回ワーキンググループ員会議 

７月12日 環境勉強会（附馬牛町４区、24名） 

７月12日 環境勉強会（土淵町琴畑地区、７名） 

７月17日 第３回ワーキンググループ員会議 

７月18日 環境勉強会（上郷町８区、７名） 

７月19日 環境勉強会（小友町２区、12名） 

７月23日 環境勉強会（綾織町二日町舘川原地区、26名） 

７月24日 第４回ワーキンググループ員会議 

７月25日 環境勉強会（小友町１区、11名） 

７月26日 環境勉強会（附馬牛町６区、11名） 

７月27日 環境勉強会（遠野町15区、16名） 

７月29日 環境学習会（遠野地区、12名） 

７月29日 環境学習会（綾織地区、13名） 

７月30日 環境学習会（小友地区、54名） 

７月30日 環境勉強会（退職女教師の会、25名） 

７月30日 環境勉強会（土淵町４区、16名） 

８月 １日 環境学習会（土淵町地区、26名） 

８月 １日 環境学習会（青笹地区、11名） 

８月 １日 第５回ワーキンググループ員会議 

８月 １日 環境勉強会（土淵町10区、20名） 

８月 ２日 環境勉強会（綾織町長岡地区、４名） 

８月 ３日 環境勉強会（附馬牛町５区、17名） 

８月 ４日 環境勉強会（商工会鉱工業部会、10名） 

８月 ５日 環境勉強会（土淵町５区、12名） 

８月 ６日 環境勉強会（遠野町６区、14名） 
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８月 ８日 第６回ワーキンググループ員会議 

８月 ８日 環境勉強会（上郷町10区、９名） 

８月 ９日 環境勉強会（上郷町１区、９名） 

８月19日 環境勉強会（青笹町２区、13名） 

８月21日 第７回ワーキンググループ員会議 

８月23日 環境勉強会（遠野町８区、13名） 

８月26日 環境勉強会（遠野高等学校第１学年202名、教師10名） 

８月26日 環境勉強会（土淵町７区、11名） 

８月29日 第８回ワーキンググループ員会議 

８月30日 環境学習会（附馬牛地区、45名） 

８月30日 環境勉強会（遠野町２区、14名） 

９月 １日 環境勉強会（小友町５区、14名） 

９月 ４日 第９回ワーキンググループ員会議 

９月11日 第10回ワーキンググループ員会議 

９月18日 第11回ワーキンググループ員会議 

９月25日 第12回ワーキンググループ員会議 

９月 27日 環境勉強会（綾織町３区、19名） 
９月27日 環境勉強会（青笹町１区、16名） 

10月 ２日 第13回ワーキンググループ員会議 

10月16日 環境勉強会（上郷町４区、12名） 

10月17日 第２回遠野市環境基本計画策定委員会（基本条例（案）の検討） 

10月21日 第２回遠野市環境審議会（基本条例（案）の諮問） 

11月 ５日 第３回遠野市環境審議会（答申内容の確認） 

11月 ７日 
第３回遠野市環境基本計画策定委員会（環境審議会の審議結果） 

 遠野市環境基本条例について（答申） 

12月26日～１月７日 基本計画中間（案）に対する審議会員の意見聴取 

１月 ８日 第４回遠野市環境基本計画策定委員会 

１月19日 政策会議（基本計画（案）の協議） 

１月22日 第４回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

１月26日 市政調査会（条例及び計画の経過説明） 

２月 ５日～10日 環境を守り育てる座談会（市内８地区、95名参加） 

２月13日 環境を守り育てる座談会（関係機関団体、15名参加） 

２月15日 環境を守り育てる座談会（青笹町中下地区、42名参加） 

２月17日 市議会議員全員協議会（条例（案）の説明） 

２月24日 第14回ワーキンググループ員会議 

２月21日 遠野市女性のつどい（条例及び計画の経過等環境行政の説明、80名） 

２月25日 第５回遠野市環境基本計画策定委員会 

３月14日 環境勉強会（附馬牛町２区、30名） 
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３月16日 定例市議会（ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例（案）の可決） 

３月19日 環境勉強会（遠野町12区、25名） 

３月21日 環境勉強会（土淵町９区、50名） 

３月22日 環境勉強会（土淵町１区、18名） 

３月24日 環境勉強会（遠野東銀会、30名） 

３月29日 第５回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

 

 （平成16年度） 

４月４日 環境勉強会（青笹町4区、19名） 

４月６日 環境勉強会（遠野町3区、34名） 

５月21日 第１回遠野市環境基本計画策定委員会 

５月21日 市政調査会（基本計画（案）の概要説明） 

５月21日 政策会議（基本計画（案）の協議） 

５月26日 第１回遠野市環境審議会（基本計画（案）の諮問） 

５月29日 環境勉強会（遠野町15区、65名） 

６月７日 第２回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

６月７日 環境勉強会（綾織地区・保健推進委員協議会、22名） 

６月８日 環境勉強会（土淵町7区、43名） 

６月９日 環境勉強会（小友地区・保健推進委員協議会、16名） 

６月14日 環境勉強会（上郷地区・保健推進委員協議会、28名） 

６月15日 第３回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

６月15日 環境勉強会（遠野地区・保健推進委員協議会、32名） 

６月15日 環境勉強会（松崎地区・保健推進委員協議会、22名） 

６月15日 環境勉強会（青笹地区・保健推進委員協議会、14名） 

６月22日 第４回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

６月28日 第５回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

７月８日 第６回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

７月13日 第７回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

７月15日 第８回遠野市環境審議会（答申） 

７月27日 第２回遠野市環境基本計画策定委員会 

10月9日 明日の遠野の環境を考えるフォーラム（あえりあ遠野中ホール） 

11月１日 環境勉強会（上郷町3区、17名） 

11月26日 環境勉強会（松崎町1区、13名） 

１月９日 環境勉強会（土淵町6区、20名） 

１月22日 環境勉強会（松崎町2区、40名） 

１月27日 環境勉強会（附馬牛町4区、16名） 

１月29日 環境勉強会（上郷町婦人会、45名） 

１月29日 環境勉強会（青笹町4区、20名） 
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２月15日 環境勉強会（綾織町4区、11名） 

２月20日 環境勉強会（土淵町5区、24名） 

２月26日 環境勉強会（上郷町1区、50名） 

２月27日 環境勉強会（青笹町6区、31名） 

３月6日 環境勉強会（青笹町2区、80名） 

３月13日 環境勉強会（土淵町8区、32名） 

３月20日 環境勉強会（土淵町9区、60名） 

３月20日 環境勉強会（土淵町7区、30名） 

３月20日 環境勉強会（松崎町3区、30名） 

２月22日 環境勉強会（松崎町3区、19名） 

３月26日 環境勉強会（遠野町3区、25名） 

３月30日 環境勉強会（松崎町3区、18名） 

 

 （平成17年度）旧遠野市 

４月２日 環境勉強会（松崎町3区、30名） 

４月３日 環境勉強会（附馬牛町2区、35名） 

４月９日 環境勉強会（遠野町1区、54名） 

４月20日 環境勉強会（遠野町13区、12名） 

６月26日 明日の遠野の環境を考えるフォーラム2005（あえりあ遠野中ホール） 

７月14日 ごみの出し方勉強会（遠野健康福祉の里・リハビリ教室、20名） 

７月25日 環境学習会（土淵地区、91名） 

７月27日 環境学習会（遠野地区、2名） 

７月27日 環境学習会（綾織地区、10名） 

８月１日 環境学習会（小友地区、40名） 

８月１日 環境学習会（附馬牛地区、6名） 

８月２日 環境学習会（松崎地区、20名） 

８月２日 環境学習会（青笹地区、13名） 

８月３日 環境学習会（上郷地区、3名） 

９月20日 第1回遠野市環境審議会（平成16年度環境報告書の概要） 

 

 （平成17年度）新遠野市 

２月３日 
第 1回遠野市環境基本計画推進委員会（環境報告書審議、基本計画進捗

状況他） 

２月13日 第1回遠野市環境審議会（平成16年度環境状況報告） 

３月13日 第2回遠野市環境審議会（基本計画（案）の諮問） 

３月24日 第3回遠野市環境審議会（基本計画（案）の審議） 

３月30日 遠野市環境審議会（答申） 
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２．環境指標及び数値目標一覧 

 

１ 基本目標「健康で潤いのある生活」 

 

 
項      目 

現  状 

(16年度) 

目  標 

(22年度) 
附    記 主担当課等 

１ ＢＯＤ環境基準達成率 100％ 100％ 現状を維持 環境課 

２ 水生生物調査参加校数 12校 21校 全学校の参加 環境課 

３ 水道普及率 88.6％ 90.0％ 長期経営計画 水道事務所 

４ 公共下水道普及率 31.3％ 39.8％ 生活排水処理計画 下水道課 

５ 農業集落排水普及率 1.9％ 3.1％ 生活排水処理計画 下水道課 

６ 浄化槽人口 2,996人 4,358人 生活排水処理計画 下水道課 

７ こどもエコクラブ登録数 0団体 12団体  環境課 

８ 環境保護活動 21校 21校 全学校の参加 環境課 

 

２ 基本目標「生物の多様性の確保」 

 

 
項      目 

現  状 

(16年度) 

目  標 

(22年度) 
附    記 主担当課等 

１ 自然環境保全地域数 4箇所 4箇所 国定公園含む 環境課 

２ 鳥獣保護区数 8箇所 8箇所 県指定 環境課 

３ ビオトープ設置数 0箇所 5箇所 似田貝地区外 環境課 

４ 特定植物等群落数 7箇所 9箇所  環境課 

 

３ 基本目標「自然景観、伝統文化の保全」 

 

 
項      目 

現  状 

(16年度) 

目  標 

(22年度) 
附    記 主担当課等 

１ 文化財保護数（国） 3件 4件  文化課 

２ 文化財保護数（県） 12件 13件  文化課 

３ 市指定文化財数 106件 107件  文化課 

４ 民俗芸能保存団体数 68団体 70団体  文化課 

５ エコツーリズム 0件 1件  環境課 

６ 環境保全モデル地区 0箇所 2箇所 田園区域、里山区域各１ 環境課 
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４ 基本目標「循環型社会の構築」 

 

 
項      目 

現  状 

(16年度) 

目  標 

(22年度) 
附    記 主担当課等 

１ 一般廃棄物排出量 315㎏ 280㎏ 一人当り年間 環境課 

２ リサイクル率 19％ 25％ 分別収集計画 環境課 

３ コンポスト等導入数 865基 900基  環境課 

４ 資源集団回収登録団体 29団体 35団体  環境課 

５ 資源集団回収量 199ｔ 220ｔ  環境課 

６ ＩＳＯ14001取得事業所数 9団体 10団体  環境課 

７ エコ事業所認定数 0団体 5団体  環境課 

 

５ 基本目標「地球環境の保全」 

 

 
項      目 

現  状 

(16年度) 

目  標 

(22年度) 
附    記 主担当課等 

１ 環境保全活動団体数 2団体 10団体 遠野エコネット外 環境課 

２ 二酸化炭素の削減 － 8％ 県の目標と同じ 環境課 

３ 森林面積 66,899ｈa 66,899ｈa  森林産業室 

４ 針広混交林への転換面積 0ｈa 750ｈa いわての森林づくり

県民税          

森林産業室 

５ １家庭１エコ運動実施率 － 70％  環境課 
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３．市民アンケート等調査結果（旧遠野市） 

Ⅰ．調査目的 
「遠野市環境基本計画」策定にあたっての基礎資料を得るため、「市民アンケート調査」「子供ア

ンケート調査」「事業所アンケート調査」を実施しました。 

調査の目的は、市民アンケート調査では市民の環境に対する考えや、身近な環境への満足度、環

境に配慮した行動の状況等を把握することとしました。 

子供アンケート調査では、市内に在住する子供の遊び方や、身近な環境に対する意識、自然や生

き物へのふれ合い度、環境保護への関心等を把握することを目的としました。 

事業所アンケート調査では、事業者の環境に対する考えや、事業活動における環境保全への取り

組み等を把握することを目的としました。 

 

Ⅱ．調査の概要 

 

ⅰ）市民アンケート調査の概要 

 

（１）対象者 

①母集団：遠野市に在住する市民 
②標本数：1,000人（無作為抽出） 

（２）調査方法 
・郵送法（調査票の配布・回収とも） 

（３）調査時期 
・調査票投函：平成 15年３月７日 
・回答済票返信投函期限：３月 16日 

（４）回収状況 
・294サンプル（回収率：29.4％） 
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ⅱ）子供アンケート調査の概要 

 

（１）対象者 

①母集団：遠野市に在住する小学５年生、中学２年生 
②標本数：526人（全児童・生徒対象） 

（２）調査方法 
・各学校を通じて配布・回収 

（３）調査時期 
・配布：平成 15年４月 25日 
・回答：平成 15年５月９日 

（４）回収状況 
・511サンプル（回収率：96.8％） 
 

ⅲ）事業所アンケート調査の概要 

 

（１）対象者 

①母集団：遠野市内で事業活動を行っている事業所 
②標本数：100事業所（無作為抽出） 

（２）調査方法 
・郵送法（調査票の配布・回収とも） 

（３）調査時期 
・調査票投函：平成 15年３月７日 
・回答済票返信投函期限：３月 16日 

（４）回収状況 
・53サンプル（回収率：53.0％） 
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Ⅲ．市民アンケート調査結果 

１．回答者の内訳 
・回答者の年齢層は 60歳代が最も多く、次いで 50歳代、70歳代の順になっており、中高齢
者の回答が過半数を占めるものの、10歳代からの回答もあり、幅広い年齢層からの回答が
寄せられました。 
・女性からの回答が多く 54％を占めました。 
・同居家族の人数は、３人が 20％、５人が 14％、６人が 12％と２世代家族が多いと思われ
ます。 

・居住地区については、遠野地区が 30％と最も多いものの、その他の各地区からもまんべん
なく回答が寄せられました。 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢
4%

6%

8%

15%

19%

27%

18%

3%

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 無回答

性別

43%

54%

3%

男 女 無回答

同居家族数

6%

23%

20%

10%

14%

12%

9%

0%

0%
3%

2%
1%

１人 ２人

３人 ４人

５人 ６人

７人 ８人

９人 １０人

１１人 無回答

居住地区

30%

10%

7%
6%

15%

9%

8%

13%
2%

遠野地区

綾織地区

小友地区

附馬牛地区

松崎地区

土淵地区

青笹地区

上郷地区

無回答
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・回答者の自宅がある地域については、水田・畑作地域の農用地が最も多く、次いで市街地

内・市街地近傍も多くなっています。また自宅がある環境については、河川近傍や田園集

落・集落近傍という農村的環境が多いほか、住宅地・住宅密集地域といった都市的環境も

多くなっています。 
・回答者が通勤・通学する職場や学校がある地域については、自宅のある地域とは逆に市街

地内や市街地近傍が最も多くなっています。また職場・学校がある環境については、住宅

密集地域や住宅地という都市的環境が最も多いものの、河川近傍・田園集落などの農村的

環境も多くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自宅がある地域

40.1

21.5

2.4

1.0

8.4

12.8

27.3

19.2

1.7

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

水田地域

畑作地域

果樹栽培地域

牧畜地域

里山地域

山間地域

市街地内

市街地近傍

その他

無回答

(%)
自宅がある環境

24.2

3.4

22.6

12.1

13.8

2.7

14.5

6.1

7.1

22.6

0.3

4.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

河川近傍

丘陵地域

田園集落

里山集落

集落近傍

谷間地域

住宅密集地域

商業地域

郊外

住宅地

その他

無回答

(%)

職場・学校がある地域

25.6

12.8

1.3

4.7

8.4

31.3

22.9

3.7

20.2

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

水田地域

畑作地域

果樹栽培地域

牧畜地域

里山地域

山間地域

市街地内

市街地近傍

その他

無回答

(%)

職場・学校がある環境

13.8

1.7

13.8

3.4

10.4

2.0

18.9

12.1

9.1

14.8

1.3

22.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

河川近傍

丘陵地域

田園集落

里山集落

集落近傍

谷間地域

住宅密集地域

商業地域

郊外

住宅地

その他

無回答

(%)
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２．「遠野」に対する回答者の考え 
・遠野の価値については、動植物を含む豊かな自然環境や遠野物語に代表される歴史遺産に

対する価値が高くなっている反面、自然環境の破壊に対して危機感を抱いている回答者も

多くなっています。また、「市民は観光客より遠野の価値を意識していない」という意見も

多くみられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
はい いいえ 

どちらとも
いえない 

無回答 

遠野が好きだ 196 10 73 15 

遠野には望ましい自然がある 242 6 30 16 

遠野の自然環境は壊れつつある 133 54 84 23 

遠野の自然環境は守られている 66 87 119 22 

他の地域より遠野は自然に恵まれている 218 14 43 19 

遠野物語を誇りに思う 195 17 67 15 

遠野に伝わる歴史遺産や文化が好きだ 180 13 85 16 

遠野の動植物の豊かさが好きだ 191 12 70 21 

遠野の生き物や作物を育てる土地が好きだ 182 17 75 20 

市民は観光客より遠野の価値を意識している 70 77 131 16 

 
・自然環境や文化遺産・生活環境等を守るための行政（国・県・市）及び市民の役割につい

ては、40％以上の回答者が行政の自然・生活環境の保全施策を評価しています。また、生
活と環境の重要性の比較については、判断しかねている回答者が多くなっています。ただ

し、環境保護については市民自らが行うべきとする回答者が多く、市民の責任意識の高さ

がみられます。 
 

遠野の価値について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

遠野が好きだ

遠野には望ましい自然がある

遠野の自然環境は壊れつつある

遠野の自然環境は守られている

他の地域より遠野は自然に恵まれている

遠野物語を誇りに思う

遠野に伝わる歴史遺産や文化が好きだ

遠野の動植物の豊かさが好きだ

遠野の生き物や作物を育てる土地が好きだ

市民は観光客より遠野の価値を意識している

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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はい いいえ 

どちらとも 
いえない 

無回答 

行政は生活環境改善のため努力している 129 48 100 17 

県や市は自然環境を守ろうとしている 133 38 110 13 

行政や市民は環境より生活を重視すべきだ 87 70 114 23 

行政や市民は生活より環境を重視すべきだ 67 57 143 27 

環境保護は行政の役目だ 135 56 82 21 

環境保護は市民の役目だ 172 34 70 18 

環境保護は市民が主体で、行政は補助だ 83 81 103 27 

環境保護は行政主導で行い、市民は補助だ 86 68 116 24 

 
・遠野の自然環境に対する考えについては、水質や公害・ごみ問題のほか動植物や微生物も

環境の範囲として捉えている回答者が多くなっています。また、「自然環境と共に生きてい

る」「自然環境が自分たちを生かしてくれている」「物質生活より自然との共生を選びたい」

という自然との共生の意識が高い。また、「一度壊れた環境は元には戻らない」とする環境

破壊に対する危機感も高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
はい いいえ 

どちらとも 
いえない 

無回答 

環境保護とは水質、公害、ごみ問題のことだ 190 30 53 21

植物・動物・微生物などが環境の主体だ 125 42 90 37

遠野の現代人は自然環境と共に生きている 123 45 99 27

遠野の現代人は自然環境を利用するばかりだ 74 55 129 36

遠野の自然環境が自分たちを生かしてくれている 177 15 75 27

私は物質生活より自然との共生を選びたい 148 27 95 24

自然との共生は実行困難だから、あきらめる 23 167 78 26

環境を壊しても金をかければ取り戻せる 11 217 44 22

各主体の役割について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政は生活環境改善のため努力している

県や市は自然環境を守ろうとしている

行政や市民は環境より生活を重視すべきだ

行政や市民は生活より環境を重視すべきだ

環境保護は行政の役目だ

環境保護は市民の役目だ

環境保護は市民が主体で、行政は補助だ

環境保護は行政主導で行い、市民は補助だ

はい いいえ どちらともいえない 無回答

遠野の自然環境について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境保護とは水質、公害、ごみ問題のことだ

植物・動物・微生物などが環境の主体だ

遠野の現代人は自然環境と共に生きている

遠野の現代人は自然環境を利用するばかりだ

遠野の自然環境が自分たちを生かしてくれている

私は物質生活より自然との共生を選びたい

自然との共生は実行困難だから、あきらめる

環境を壊しても金をかければ取り戻せる

一度壊れた環境は、元には戻らないと思う

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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一度壊れた環境は、元には戻らないと思う 161 57 57 19

 
・遠野の望ましい環境像については、「自然環境の保全」に関する意見数が55件と最も多く、

その内容をみると自然環境の保全・配慮・活用が27件、現状の維持が20件、自然破壊の防

止が7件となっています。また「生活環境の向上」に関する意見数は54件あり、保健・衛生

の改善及び若者対策が7件ずつ、健全な人間関係と就業・所得の確保が6件ずつ、現状の維

持・安定と利便性への不安が5件ずつとなっています。その他として「自然環境と生活環境

の両立」が42件、「歴史・伝統の継承」が20件となっています。 

・望ましい環境像を実現するために大事なことについては、「行政の取り組み」が104件と最

も多く、その内容は環境保全事業の推進が16件、公共事業の縮小が15件、行政政策の推進

が13件、市の姿勢の改善、産業の振興、教育の充実がぞれぞれ11件ずつとなっています。

また「市民の取り組み」は69件あり、個人レベルでの取り組みが17件、ゴミの適正処理が

13件、環境美化活動への参加が9件となっています。その他の取り組みとして、「事業者の

取り組み」が7件、「行政と市民の協力」が6件、「地域での取り組み」が4件となっています。 

・一言で表す現在の遠野市の環境については、「不充分・不満足」が52件と「充分・満足」の

44件を上回っています。また、不充分・不満足な内容としては生活環境の不備に関するも

のが30件（交通の不便、賑わい不足、行政への意見等）、自然環境の破壊に関するものが10

件となっています。 

・遠野市の環境のキャッチフレーズについては、自然をＰＲするものが99件と最も多く、次

いで良好な生活環境をＰＲするものが15件、遠野の歴史をＰＲするものが11件、精神的な

安らぎをＰＲするものが9件となっています。 

・遠野市で誇れる所や好きな場所については、「早池峰山」が最も多く27件、次いで「高清水」

が20件、「全般的な自然環境・田園風景」が18件、「荒川高原」が17件、「六角牛山」が14

件となっている。逆に問題点や嫌いな場所は、「ゴミ問題」が41件と最も多く、次いで「河

川の汚れ」が16件、「下水道の未整備」が13件の順になっています。 

・将来の遠野の産業については、「農林業と観光の複合産業」が最も多く 65件、次いで「農
業」が 35 件、「観光」が 18 件となっています。また、滞在型リゾート地を目指す意見に
対しては、「賛成」が 32件と「反対」の 14件を上回っています。 
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・身近な環境については、「自然（川や樹林地）の豊かさ」「樹林や土とのふれあい」という

自然環境に関する事項や、「空気のきれいさ（排気ガス､ばい煙､悪臭など）」「まちの静けさ

（騒音、振動など）」といった大気・音環境の満足度が高くなっています。一方、水環境や

動植物とのふれあいについては 50％程度にとどまっています。 
・都市機能の面では、「まわりの景色や街並み景観」に対する満足度が高くなっていますが、

「公園や広場の利用しやすさ」「まちの清潔さやきれいさ（ごみの散乱など）」「ダイオキシ

ンなど有害化学物質からの安全性」「道路交通の安全性」「公共交通（バス、電車）の便利

さ」といった快適性・安全性に対する満足度は低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・将来に引き継ぎたい身の回りの環境については、「寺社・仏閣」が 12件と最も多く、次い

身近な環境の満足度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然（川や樹林地）の豊かさ

空気のきれいさ（排気ガス､ばい煙､悪臭など）

まちの静けさ（騒音、振動など）

川や水路の水のきれいさ

水辺の親しみやすさ

生き物（野鳥、昆虫、魚など）とのふれあい

樹林や土とのふれあい

公園や広場の利用しやすさ

まわりの景色や街並み景観

まちの清潔さやきれいさ（ごみの散乱など）

自然災害（水害など）からの安全性

ダイオキシンなど有害化学物質からの安全性

道路交通の安全性

公共交通（バス、電車）の便利さ

お住まい周辺環境の総合的な満足度

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

満足 やや満足
どちらとも
いえない

やや不満 不満 無回答

 自然（川や樹林地）の豊かさ 102 111 36 21 8 16
 空気のきれいさ（排気ガス､ばい煙､悪臭など） 115 81 34 29 13 22
 まちの静けさ（騒音、振動など） 127 69 51 20 8 19
 川や水路の水のきれいさ 63 77 61 46 31 16
 水辺の親しみやすさ 62 78 63 49 21 21
 生き物（野鳥、昆虫、魚など）とのふれあい 60 80 81 38 13 22
 樹林や土とのふれあい 82 98 65 21 5 23
 公園や広場の利用しやすさ 15 55 83 59 55 27
 まわりの景色や街並み景観 61 103 65 28 15 22
 まちの清潔さやきれいさ（ごみの散乱など） 27 80 70 72 25 20
 自然災害（水害など）からの安全性 54 71 78 46 24 21
 ダイオキシンなど有害化学物質からの安全性 29 73 97 53 22 20
 道路交通の安全性 26 76 73 61 36 22
 公共交通（バス、電車）の便利さ 26 48 54 67 81 18
 お住まい周辺環境の総合的な満足度 25 113 80 38 16 22
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で「綾織の桜並木」が 8件、「猿ヶ石川」「早池峰山」「遠野のすべて」が 7件ずつとなって
います。 
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・回答者が強く意識している環境問題としては、ごみの減量化やリサイクルなどの廃棄物関

係、ダイオキシンや地球温暖化等の大気汚染、農地や河川における水質汚濁等などについ

ての関心が高くなっています。 
・一方、騒音・振動や交通渋滞などに対する問題意識は低くなっています。 

 
 
 

強く意識している環境問題

52.0

44.6

14.6

64.6

4.4

6.1

25.5

12.6

32.3

38.4

13.6

4.4

21.4

19.4

13.6

19.4

28.9

1.4

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１．ダイオキシンなど化学物質による環境汚染

２．二酸化炭素の増加による気候変動（地球温暖化）

３．自動車や工場などによる大気汚染

４．不法投棄対策やごみの減量化など廃棄物処理の問題

５．自動車・鉄道・航空機・工場・カラオケなどによる騒音・振動

６．工場などによる悪臭

７．里山や農地など身近なみどりの減少

８．町並み景観の悪化

９．農薬の適正利用など環境保全型農業の普及

10. 河川・水路の水質悪化や親しみやすさの低下

11. 地下水の枯渇や化学物質の混入

12. 交通渋滞

13. 安全で快適に歩ける歩行者空間の不足

14. 水害などの災害に対する不安

15. 環境教育や情報提供による環境保全意識の啓発

16. 廃棄物などの最終処分場のひっ迫

17. リサイクル、リユース（再使用）など資源の有効利用

18. その他

無回答

(%)
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３．日常生活での環境へのかかわり方について 
・日常生活で使う交通手段について、通勤・通学では自家用車が半数近くを占めており、ほ

かには徒歩や自転車があげられています。また、日常の買い物では自家用車が全体の７割

近くを占めており、自動車依存型の生活となっています。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・所要時間については、通勤・通学では６～15分が最も多く、次いで 16～30分、５分以内
の順になっており、30 分以内が全体の８割近くを占めています。日常の買い物でも、30
分以内が８割以上を占めており、比較的近い距離内で生活を営んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

通勤・通学の交通手段

11%

11%

6%

1%

48%

0%

14%

9%

徒歩 自転車
バス バイク
自家用車 その他
通勤・通学していない 無回答

日常の買い物の交通手段

9%

11%

8%

2%

66%

0%
4%

徒歩 自転車 バス バイク

自家用車 その他 無回答

日常の買い物の所要時間

21%

42%

23%

2%

12%

５分以内 ６～15分 16～30分

31分以上 無回答

通勤・通学の所要時間

19%

38%

20%

5%

1%

17%

５分以内 ６～15分 16～30分
31～60分 61分以上 無回答
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・日常生活の中で行っている取り組みについては、既にルール化している「ごみの分別」「資

源回収に協力」や、日常的に手軽にできる「ごみなどのポイ捨てをしない」「油を排水口に

流さない」などの実施率が高くなっています。 
・一方、日常の利便性を損なう「買い物袋を持参し、レジ袋をもらわない」「マイカーをなる

べく使わない」や、経済的な負担がかかる「太陽熱温水器、太陽光発電設備等を設置して

いる」「雨水貯留タンクを設置している」「環境保全を目的として寄付をしたことがある」

などについては実施率が低くなっています。 
 
 
 

日常生活で行っている取り組み
0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．音を外に出さないように心がけている

２．洗濯や食器洗いに環境に優しい洗剤を使っている

３．油をそのまま排水口に流さないようにしている

４．風呂の残り湯を洗濯などに使用している

５．家電製品の主電源を消すなど節電を心がけている

６．弱めの冷暖房に心がけている

７．ごみ・空き缶・たばこの吸い殻のポイ捨てをしない

８．水や紙の使用量をできるだけ減らしている

９．リサイクル、リフォームに心がけている

10. 堆肥化などによって、生ごみの減量に努めている

11. ごみは市のルールに従って分別して出している

12. 買い物袋を持参し、レジ袋をもらわないようにしている

13. 過剰包装を断り、簡易包装にしてもらっている

14. リサイクル商品や詰め替え商品を優先的に購入して

いる

15. 家電製品は省エネタイプのものを買うようにしている

16. 家の前の道路や空き地の掃除を行っている

17. 庭やベランダで緑を育てている

18. 太陽熱温水器、太陽光発電設備等を設置している

19. 雨水貯留タンクを設置している

20. 月々の電気、ガス、水道の使用量を記録している

21. 地域の祭りや催しに参加している

22. 道路、公園などの美化運動に参加している

23. 地域で行っている資源回収に協力している

24. 余暇には自然とふれあうように心がけている

25. 地元でとれた野菜などを積極的に購入している

26. マイカーをなるべく使わないようにしている

27. 車を使用するとき不要なアイドリングや空ぶかしをし

ない

28. 低燃費や排ガスの少なさを車の購入の基準にしてい

る

29. 環境について家庭や職場で話し合いをしている

30. 環境保全を目的として寄付をしたことがある

はい いいえ どちらともいえない 無回答
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・環境保全活動への参加については、７割以上の回答者が「河川や道路のごみ拾い（クリー

ン作戦）」に参加したことがあります。また、ほとんどの活動に対して回答者の過半数が参

加したい意志を持っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・環境保全活動への参加形態については、河川や道路のごみ拾い（クリーン作戦）や地域に花やみどりを増やす活

動では「行政の呼びかけ」や「学校行事・自治体活動」としての参加が多くなっていますが、専門的な知識を要す

る環境保全や街づくりの勉強会、身近な樹林などの保全・管理作業、自然観察会については「環境保全のボランテ

ィア」としての参加も多くみられます。また、フリーマーケット、バザーといったイベント的な活動については、「自

分たちだけで独自に活動」することも望まれています。 

 
 

環境保全活動への参加について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．河川や道路のごみ拾い（クリーン作戦）

２．環境保全や街づくりの勉強会への参加

３．地域に花やみどりを増やす活動

４．身近な樹林などの保全・管理作業への参加

５．自然観察の会への参加や世話

６．フリーマーケット、バザーへの出品や企画運営

７．環境調査（水質測定、生きもの調査など）への参加

参加したことがある 参加してみたい 参加したくない 無回答

河川や道路のごみ拾い（クリーン作戦）

24%

4%

4%

52%

7%

9%

行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加
環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加
自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい
無回答

環境保全や街づくりの勉強会への参加

27%

10%

18%

20%

7%

18%
行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加
環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加
自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい
無回答

地域に花やみどりを増やす活動

16%

8%

9%

43%

11%

13% 行政が呼びかけるイベントや勉強会
に参加
環境保全のボランティア活動を実施し
ている団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体などが
行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員されて
の参加
自分たちだけで独自に活動したまた
は、したい
無回答

身近な樹木などの保全・管理作業への参加

21%

10%

19%20%

14%

16%
行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加

環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動

環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加

学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加

自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい

無回答
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自然観察の会への参加や世話

25%

13%

22%

15%

10%

15%

行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加
環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加
自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい
無回答

フリーマーケット、バザーへの出品や企画運営

19%

11%

11%

25%

18%

16%

行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加
環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加
自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい
無回答

環境調査（水質測定、生きもの調査など）への参加

28%

8%

19%

16%

9%

20%
行政が呼びかけるイベントや勉強
会に参加
環境保全のボランティア活動を実
施している団体に加入して活動
環境保全のボランティア団体など
が行うイベントや勉強会に参加
学校行事や自治会活動で動員さ
れての参加
自分たちだけで独自に活動したま
たは、したい
無回答
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４．推進してほしい環境施策について 
・今後、市に重点的に進めてほしい環境施策の分野については、河川や水路の改善などの水

質汚濁対策、ごみの減量化・資源の再利用化などの廃棄物対策、大気汚染対策が多く望ま

れています。また自然とのふれあいの場の創出や水辺環境の保全などの快適な環境の整備

に対する期待も高くなっています。 
・一方、騒音・振動や悪臭への対策や環境保全に対する経済的支援等への期待は低くなって

います。 
 
 
 
 

市に重点的に進めてほしい環境施策の分野

21.4

33.0

3.7

6.5

24.1

11.9

24.5

20.4

24.8

9.5

16.0

11.6

13.3

16.7

13.6

21.4

16.7

13.3

10.5

15.3

27.6

8.5

8.2

11.2

3.4

6.5

3.7

9.5

11.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１．大気汚染対策

２．水質汚染対策

３．騒音・振動対策

４．悪臭対策

５．市内の水路の水質改善

６．（過去に大きな被害のあった）集中豪雨への対策

７．生ごみの堆肥化への取り組み 

８．リサイクル品目の多様化、再生利用の促進

９．ごみの減量化対策（ごみの有料化、包装の簡素化など）

10．有害化学物質対策

11．農薬対策

12．自動車交通公害対策、人中心の道路づくり

13．新エネルギーの利用、省エネルギーの推進

14．貴重な動植物などの保全・保護

15．身近なみどりの保全・ 創出

16．自然な水辺環境の保全

17. 田園風景などの自然景観（眺め）の保全

18. 環境保全型の農林業の活性化

19. 町並みの保全・整備

20. 歴史的文化財の保護・継承

21. 公園・広場・緑道など自然とふれあえる場の整備・創出

22. 地域の環境や市の環境施策に関する情報の提供

23. 環境問題全般に関する情報の提供

24. 環境教育や環境学習の場の整備・充実

25. 環境保全団体等への活動の支援

26. 環境産業の育成

27. 環境保全のための市の独自税制・経済的措置

28. その他

無回答

(%)
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Ⅳ．子供アンケート調査結果 

１ 回答者の内訳 
・回答者は小学５年生が 265人、中学２年生が 244人（無回答２人）である。女児からの回
答が若干多く 51％を占めています。 
・居住地区については、遠野地区が 23％、松崎地区が 22％と多いものの、その他の各地区
からもまんべんなく回答が寄せられました。 
・同居家族の人数は、７人が 23％、６人が 22％、５人が 20％となっています。また祖父母
との同居は 68％を占めており、３世代家族が多いと思われます。 
・よく話をする人は、母親が最も多く 36％、次いで友達が 27％、兄弟姉妹が 24％となって
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性別

45%

51%

4%

男 女 無回答

居住地区

23%

9%

6%

6%
22%

12%

7%

14%
1%

遠野地区
綾織地区
小友地区
附馬牛地区
松崎地区

土淵地区
青笹地区
上郷地区
無回答

同居家族数

16%

20%

22%

23%

12%

1%

3%

1%
2%

0%

２人
３人
４人
５人
６人
７人
８人
９人
１０人
無回答

兄弟の有無

94%

5% 1%

いる いない 無回答

祖父母と同居

68%

31%

1%

同居している 同居していない 無回答

よく話をする家族など

6%

36%

14%

10%

27%

0%

2% 1%
4%

祖父

祖母

父親

母親

兄弟

姉妹

友達

塾や習い事の先生

無回答
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２ 学校や放課後の遊びについて 
・学校の休み時間にしていることについては、「教室や廊下など屋内で遊ぶ」のが過半数を占

めているのに対し、「外で遊ぶ」のは40％弱にとどまっています。また「その他」としては、

「友達と話をする」が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 回答数 構成比(%) 

本を読んでいる 27 5.3 

外で友達と遊ぶ 198 38.7 

廊下や教室、体育館で友達と遊ぶ 264 51.7 

遊ぶ時間はない、遊ばない 21 4.1 

その他 42 8.2 

無回答 3 0.6 

計 555 108.6 

 

休み時間にしていること

5.3

38.7

51.7

4.1

8.2

0.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

本を読んでいる

外で友達と遊ぶ

廊下や教室、体育館で友達と遊ぶ

遊ぶ時間はない、遊ばない

その他

無回答

(%)
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・通学路やそのまわりの環境については、「鳥や虫、花とのふれあいがある」が 90％以上、「気
持ちがいい」が 60％以上であり（よくある、ときどきあるの合計）、豊かな自然環境に恵
まれ快適な通学空間となっています。 

・一方で、「ゴミが捨てられていたり汚い場所がある」「排気ガスが臭い」がともに約 70％あ
り、ゴミのポイ捨てや自動車による大気環境の悪化への関心が高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 よくある たまにある ほとんどない 無回答 

通学路で車にぶつかりそうになったり車がこわいと思ったことはあり
ますか 37 176 296 2 

通学路で歩きにくいと思う場所がありますか 53 108 346 4 

通学路のまわりで、ごみが捨てられていたり、きたないと思う場所は
ありますか 123 242 143 3 

車の排気ガスがくさいと思ったことがありますか 177 181 149 4 

登下校中に街路樹がありますか 150 114 241 6 

登下校中に鳥の声をきいたり、虫や花をみかけることはありますか 374 103 30 4 

通学路は歩いていて気持ちいいと思うことがありますか 90 244 174 3 

学校から遊びながら帰ることはありますか 105 190 213 3 

・通学路やそのまわりの好きな場所や気に入っている場所については、きれいな「川や水路」

が最も多く（64 件）、次いで森や街路樹などの「樹木」及び気持ちよく歩ける「道」がそ
れぞれ 28件ずつ、地区の身近な「公園」が 24件となっています。 

・また、通学路やそのまわりの汚い場所やいやな場所については、道路に落ちている「ゴミ」

が 97件と圧倒的に多く、次いで汚くて臭い「川や水路」が 37件、歩きにくい「道」が 25

通学路やそのまわりの環境について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通学路で車にぶつかりそうになったり、車がこわ

いと思ったことがありますか

通学路で歩きにくいと思う場所がありますか

通学路のまわりで、ごみが捨てられていたり、きた

ないと思う場所はありますか

車の排気ガスがくさいと思ったことがありますか

登下校中に街路樹がありますか

登下校中に鳥の声をきいたり、虫や花をみかける

ことはありますか

通学路は歩いていて気持ちいいと思うことがあり

ますか

学校から遊びながら帰ることはありますか

よくある たまにある ほとんどない 無回答
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件となっています。 
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・放課後や休日に外で遊ぶ頻度については、「ほぼ毎日」が 42％と最も多く、次いで「週３
日くらい」が 27％、「週１日くらい」が 15％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・また、遊ぶ場所としては、「自分の家や友達の家の庭」が最も多く（66.7％）、次いで「学
校の校庭など」が 43.2％、「公園や広場など」が 30.1％、「川・水路や河原」が 29.0％とな
っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・また、主な遊びの内容としては、「サッカー」「野球」などのスポーツのほか、水辺では「釣

り」、手軽なものとして「サイクリング」「散歩」「鬼ごっこなど」が多くなっています。 

 サッカー 野球 釣り サイクリ
ング 散歩 鬼ごっ

こなど 遊具 バドミン
トン 虫とり バレー

ボール 
学校の校庭やｸ゙ﾗﾝﾄﾞ・ｽ
ﾎﾟー ﾂ施設 92 53  2 8 19 36 5 2 11 

公園・広場やｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｽ
ﾎﾟー ﾂ施設 31 23  13 12 13 26 6 5 3 

空き地 10 6  1 8    3 1 
川・水路や河原 4 2 81 2 11    2  
池や沼   20  5    4  
田んぼや畑  2 2  6    14  
神社やお寺 2 3 1  11 8 5  4 1 
自分の家や友達の家
の庭など 48 58  22 8 36  29 4 21 

道路 8 13  50 18   5  1 
その他 2 2  3 2 6  2   

放課後や休日に遊ぶ場所

43.2

30.1

8.0

29.0

7.2

7.6

8.4

66.7

17.0

9.8

6.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

学校の校庭やグラウンド・スポーツ施設

公園・広場やグラウンド・スポーツ施設

空き地

川・水路や河原

池や沼

田んぼや畑

神社やお寺

自分の家や友達の家の庭など

道路

その他

無回答

(%)

外で遊ぶ頻度

15%

6%

9% 1%

42%

27%

ほぼ毎日

週３日くらい

週１日くらい

月に１日か２日くらい

ほとんど遊ばない

無回答
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 197 162 104 93 89 82 67 47 38 38 
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３ 身の回りの環境について 
・子供達が遠野市の中で気に入っている主な場所としては、「川や水路」が最も多く 56件、
次いで「鍋倉山」が 38件、「とぴあ」が 37件、「遠野の自然環境」が 34件、「特定の商店」
が 29件、「水光園」が 24件の順になっています。 

・また、身の回りの環境で季節を感じるものとしては、春は「桜」が最も多く（390件）、「そ
の他の花一般」（83件）、「タンポポ」（44件）、「ツクシ」（27件）、「虫」（27件）、「ふきの
とう」（22件）なども多くなっています。 
・夏を感じるものは、「プール」が最も多く（104 件）、次いで「海」（95 件）、「セミ」（57
件）、「川」（54件）、「暑く感じる時」（53件）、「花火や祭り」（51件）、「虫」（44件）、「ス
イカ」（31件）となっています。 
・秋を感じるものは、「落ち葉」が最も多く（118 件）、次いで「紅葉」（81 件）、「芋」（44
件）、「モミジ」（44件）、「栗」（35件）、「枯れ葉」（35件）、「トンボ」（33件）となってい
ます。 
・冬を感じるものは、「雪」が最も多く（302 件）、「スキー」（68 件）、「寒く感じる時」（32
件）、「ソリ」（27件）なども多くなっています。 
・身近な自然環境や生き物とのふれあいについては、半数近くが「川に入って遊」んでいる

が、その他のふれあいは 40％以下にとどまっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然とのふれあい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セミやバッタなどの虫とりをする

魚つりやドジョウ、ザリガニをとったりする

木の実ひろい、草花つみをする

野山で探検遊びをする

川に入って遊ぶ

家庭菜園・花作りの手伝いをする

野鳥の観察などの自然観察をする

近くの山などへハイキングに行く

よくしている たまにしている ほとんどしない わからない 無回答
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・家の近くや自然で見かけや野生の生き物については、「スズメ」が最も多く、次いで「カエ

ル」「バッタ」「オニヤンマ」「ヘビ」「セミ」の順になっています。一方、「キセキレイ」や

「ノウサギ」「カモシカ」「キツネ」などは見かける機会が少なくなっています。 
・また、これ以外の動物については「カラス」（57 件）や「クマ」（42 件）、「ツバメ」（27
件）、「ネズミ」（26件）なども見かけています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  見かけた 見かけない わからない 無回答 

カモシカ 229 227 34 21 

ノウサギ 97 347 35 32 

タヌキ 286 188 22 15 

キツネ 233 230 26 22 

ウグイス 319 141 27 24 

キセキレイ 52 256 167 36 

スズメ 491 6 6 8 

イモリ 300 158 26 27 

カエル 470 25 5 11 

ホタル 281 181 26 23 

クワガタムシ 331 141 21 18 

カブトムシ 351 128 13 19 

セミ 370 109 18 14 

バッタ 431 55 12 13 

オニヤンマ 376 101 16 18 

キジ 276 180 28 27 

ヘビ 375 111 13 12 

見かけた野生の生き物

0% 20% 40% 60% 80% 100%

カモシカ

ノウサギ

タヌキ

キツネ

ウグイス

キセキレイ

スズメ

イモリ

カエル

ホタル

クワガタムシ

カブトムシ

セミ

バッタ

オニヤンマ

キジ

ヘビ

見かけた 見かけない わからない 無回答
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４ 環境保護への関心について 
・日常生活の中で行っている取り組みについては、「物を大事に使い、できるだけ長持ちさせ

るようにしている」や「風呂や手洗いなどで水を流しっぱなしにしないようにしている」

などの実施率が高くなっています。一方、「道路や出かけたところのゴミは、自分の出した

ものでなくてもかたづける」は実施率が低くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・環境問題への関心については、「ダイオキシンや環境ホルモン」「みどりや水辺などの自然

環境の破壊や減少」「地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問題」「自動車による公害」

について過半数が認識しています。 

 
 

日頃していること
0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみなどのごみの
分別をきちんと行っている

物を大事に使い、できるだけ長持ちさせるようにして

いる

出かけた先ではごみを捨てないようにしている

電気やテレビを使わないときは、つけっぱなしにしな
いようにしている

食事のときは、食べ残しをしないようにしている

風呂や手洗いなどで水を流しっぱなしにしないように
している

一斉清掃や廃品回収などの地域活動に参加してい

る

道路や出かけたところのゴミは、自分の出したもの
でなくてもかたづける

いつもしている ときどきにしている ほとんどしていない わからない 無回答

環境問題への関心

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問題

ダイオキシンや環境ホルモン

農薬や生活雑排水による河川などの汚染

ゴミやエネルギー使用の増加

自動車による公害

みどりや水辺などの自然環境の破壊や減少

知っている 知らない 知りたい 無回答
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・また、家で話したり学校で教えてもらう環境問題については、「自分達の日頃の環境にやさ

しい行動について」が最も頻度が多く、次いで「身近な自然環境や公害の問題について」

「地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問題について」の順になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・環境保護のためのアイデアについては、「ゴミを捨てない」「ゴミを拾う」などゴミに関す

る意見が最も多く（261 件）、次いで「無駄なエネルギーを使わない」「物を大切に使う」
などの省エネルギーに関する意見が 56件、「看板やポスターで呼びかける」「一人ひとりが
心がける」など市民のモラルの向上に関する意見が 50件、「木を切らない」「木を植える」
など自然環境の保全に関する意見が 40件、「使える物はリサイクルする」などリサイクル
に関する意見が 38件、「排気ガスを出さない」「川を汚さない」など公害防止に関する意見
が 29件となっています。 
・遠野の望ましい環境像については、「自然環境の保全」に関する意見数は199件あり、その

内容をみると自然の創造が、121件、自然環境の保全・配慮・活用が42件、自然破壊の防止

が19件、現状の維持が17件となっています。また「生活環境の向上」に関する意見数は218

件あり、ゴミ問題など衛生の改善が91件、安全性・快適性の向上が34件、レクリエーショ

ン施設の整備が28件、利便性向上への不安が22件などとなっています。 

家で話をしたり教えてもらうこと

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問

題について

身近な自然環境や公害の問題について

自分達の日頃の環境にやさしい行動について

よく話をする たまに話をする ほとんど話をしない 無回答

学校で教えてもらうこと

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問

題について

身近な自然環境や公害の問題について

自分達の日頃の環境にやさしい行動について

よく教えてもらう たまに教えてもらう ほとんど教えてもらわない 無回答
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Ⅴ．事業所アンケート調査結果 

１ 回答のあった事業所 
・回答のあった事業所の業種は、建設・不動産業が最も多く、次いで製造業（軽工業）、卸売・

小売業の順になっており、この３業種で全体の７割以上を占めています。 

・遠野市内での営業年数については、20年以上が最も多く全体の７割近くを占めています。 
・従業員数は、10 人未満が半数近くあり小規模な事業所が多い一方、20～49 人の事業所も
約２割を占めています。 
・公害関係の法律や条令に定められた特定施設等の設置や廃棄物処理の許可業者に該当しな

い事業所は全体の８割近くを占めています。 
・ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証取得状況については、半数近くが導入する
予定はない一方、既に取得していたり取得を検討している事業所が２割近くを占めます。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種

25%

4%

21%
26%

2%

11%

9%

2%

鉱業
製造業（重工業）
製造業（軽工業）
運輸・通信業
卸売・小売業
飲食店
金融・保険業
建設・不動産業
農林水産業
サービス業
その他

営業年数
4%

8%

21%

67%

５年未満 ５～９年 10～19年 20年以上

従業員数

21%

27%

11%

21%

11%

9%

１～４人

５～９人

10～19人
20～49人

50～99人

100人以上

特定施設の設置

6%
6%

2%

9%

77%

１．法律又は条令による
届出施設がある
２．産業廃棄物収集運搬
業の許可を持っている
３．産業廃棄物中間処理
業の許可を持っている
４．１．～３．のいずれに
も該当しない
無回答

ＩＳＯ14001の認証取得状況
2%

19%

2%

49%

9%

19%

ISO14001認証を取得している

ISO14001認 証取得

ISO14001は取得しないが、ISO14001以外の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
を導入している。又は、独自の取り組みで十分であると考えている
環境マネジメントシステムの導入予定はない

ISO14001・環境マネジメントシステムについて知らない

認証を検討している 
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２ 環境問題に対する認識について 
・環境問題についてどのように認識しているかについては、「環境保全への取り組み」「基準

の遵守」「環境負荷の削減」などについて多くの事業所が必要性を感じており、環境に対す

る意識は高くなっています。一方、４割以上の事業所は「実際に取り組むことは困難」と

考えています。なお、半数近くは「自社は取り組みを行うほど環境に影響を与えていない」

と認識しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

そう思う 
どちらかと
いえばそう
思う 

どちらとも
言えない 

どちらかとい
えばそうは思

わない 

そうは思わ
ない 

無回答 

事業者は環境保全のための取り組みを行う必要があ
る 

39 12 1 0 0 1

環境について定められる法令の基準などは最低限
守る必要がある 

41 11 1 0 0 0

自社からでる環境負荷を積極的に削減していく必要
がある 

32 18 2 0 0 1

環境に配慮した製品・サービスを積極的に開発すること
で、環境へ貢献するとともに経済的発展も遂げたい 

27 16 8 1 0 1

環境問題が重要であることは認識しているが、実際
に取り組みを行うのは困難である 

8 15 9 10 10 1

当事業所は、取り立てて環境保全のために取り組み
を行うほどの影響を与えていない 

11 14 15 5 7 1

 
・「実際に取り組むことが困難」な理由としては「経費の問題」が 16件中 8件と最も多く、
次いで「業務上慣例の改善が困難」が 3件となっています。 

 

環境問題の認識

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業者は環境保全のための取り組みを行う必要がある

環境について定められる法令の基準などは最低限守る必要がある

自社からでる環境負荷を積極的に削減していく必要がある

環境に配慮した製品・サービスを積極的に開発することで、環境へ貢献

するとともに経済的発展も遂げたい

環境問題が重要であることは認識しているが、実際に取り組みを行うの

は困難である

当事業所は、取り立てて環境保全のために取り組みを行うほどの影響を

与えていない

そう思う どちらかといえばそう思う どちらとも言えない

どち ら かと い えばそ う はそうは思わない 無回答
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・事業活動による環境への影響については、排煙、排水、悪臭、騒音、振動などの公害関係

や廃棄物の発生、エネルギーや自動車の使用に対する意識が高くなっています。 
・一方、開発行為による環境の喪失や建築物・屋外広告物の景観への影響については、あま

り関係がないという意識が多くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

大きな影響 

がある 
影響がある 

影響はある

が小さい 

自社とは 

あまり関係 

がない 

無回答 

事業活動による排煙、排水、悪臭、騒音、振動などの発生 5 7 24 16 1 

事業活動において使用・発生する有害化学物質 4 1 16 31 1 

事業活動によって発生する廃棄物 5 9 29 10 0 

事業活動における紙の使用 4 8 21 20 0 

事業活動におけるエネルギー（電気など）の使用 4 11 19 19 0 

事業活動における水の使用 2 3 20 27 1 

事業活動における自動車の使用 4 10 32 7 0 

製造・販売する商品の使用・廃棄時の有害物質の発生 3 1 15 32 2 

製造・販売する商品による廃棄物の増加 3 8 19 22 1 

自社に訪れる自動車による影響 0 6 21 26 0 

開発行為による自然環境の喪失 0 2 12 38 1 

建築物の色彩や高さなどによる景観への影響 0 2 13 37 1 

看板やネオンなどの屋外広告物による景観への影響 0 2 7 43 1 

事業活動による環境への影響

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業活動による排煙、排水、悪臭、騒音、振動などの発生

事業活動において使用・発生する有害化学物質

事業活動によって発生 す る

事業活動における紙の使用

事業活動におけるエネルギー（電気など）の使用

事業活動における水の使用

事業活動における自動車の使用

製造・販売する商品の使用・廃棄時の有害物質の発生

製造・販売する商品による廃棄物の増加

自社に訪れる自動車による影響

開発行為による自然環境の喪失

建築物の色彩や高さなどによる景観への影響

看板やネオンなどの屋外広告物による景観への影響

その他事業活動を通じた間接的な環境影響

大きな影響がある 影響がある 影響はあるが小さい 自社とはあまり関係がない 無回答
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その他事業活動を通じた間接的な環境影響 0 2 12 26 13 

 
３ 廃棄物やリサイクルについて 
・廃棄物の排出量の把握状況については、過半数の事業所が把握していません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・また、９割近くの事業所が廃棄物の自家焼却は行っていません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「ダイオキシン類特別措置法」については、８割近くの事業所が認識しています。 

 
 
 
 

排出する廃棄物の量
4%

36%

54%

6%

細かく把握している

概算では把握している

把握していない

無回答

廃棄物の自家焼却について

4%
6%

2%

88%

焼却炉で自家焼却をおこ
なっている

ドラム缶など焼却炉以外
自家焼却をおこなっている

自家焼却はおこなっていな
い

無回答

ダイオキシン類特別措置法について

77%

19%

4%

知っている 知らない 無回答
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・事業所から多量に排出される廃棄物の種類については、産業廃棄物が最も多く、次いで紙

類、包装・容器類の順になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・また、処理方法については、廃棄物処理業者への委託と処理施設への持ち込みが最も多く、次いで市の一般廃棄

物処理ルートとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・廃棄物処理業者への委託している事業所のうち、８割が業者の処理方法を把握しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物の種類

49.1

15.1

35.8

50.9

9.4

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

紙類

生ゴミ

包装・容器類（びん・かん・紙パック、ペットボト

ル、トレーなど）

産業廃棄物

その他

無回答

(%)

廃棄物の処理方法

28.3

47.2

47.2

5.7

3.8

13.2

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

市の一般廃棄物処理ルート

廃棄物処理業者への委託

処理施設へ持ち込み

自家焼却

自家処理（焼却せず埋立）

その他

無回答

(%)

委託している廃棄物処理業者の処理方法について

80%

20%

把握している 把握していない
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・廃棄物の減量化や資源の再利用等に関する取り組みについて、ほとんどの事業所が資源の

分別や紙の有効利用、従業員への啓発・指導を行っています。一方、他の事業所と共同で

リサイクルルートを確保したり、廃棄物減量化計画を作成している事業所は１割程度とな

っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・業種別にみると、製造業では約半数が再生資源の利用に努めているものの、自社製品の廃

棄後の回収に協力している事業所はありません。 
 
 
 

廃棄物の減量化や資源の再利用等に関する取り組み（全業種）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

物品を購入するときは、環境へ配慮しているかを重視している

再生紙を使用している

両面コピーや裏紙の使用を行うようにしている

事業所から出る古紙、空き缶等の資源の分別を行っている

従業員にごみの減量化やリサイクルの啓発・指導をしている

出荷・販売する商品等の包装の簡素化を積極的に進めている

自社独自でまたは商店街や他の事業所と共同でリサイクルルート

を確保している

廃棄物の減量化に関する計画書を作成し減量化を進めている

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う
今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない
自社とはあまり関係がない 無回答

廃棄物の減量化や資源の再利用等に関する取り組み（製造業）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製品の製造に際しては再生資源の利用に努めている

廃棄後の処理やリサイクルの容易性などを考えて製品を製造してい

る（製品アセスメント）

自社製品の廃棄後の回収に協力している

製造工程において、ゼロエミッションを目指している

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う

今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない

自社とはあまり関係がない 無回答
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・卸売・小売業では、販売した製品の廃棄後の回収に協力している事業所が最も多く、次い

で容器や包装材の回収や環境に配慮した製品の優先的な取り扱いを行っている事業所が多

くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・建設業では、約８割の事業所が型枠の再利用や建設残土の発生抑制、建設廃材の有効利用

に努めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物の減量化や資源の再利用等について（卸売・小売業）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リサイクル商品や詰め替え商品など、より環境に配慮した商品を優先

して取り扱うようにしている

プラスチックのトレイを使わない販売方法をとっている

客に、レジで袋をもらわず買い物袋を持参するよう呼びかけている

容器や包装材等の回収を行っている

販売した製品の廃棄後の回収に協力している

生ごみの堆肥化を行っている

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う
今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない

自社とはあまり関係がない 無回答

廃棄物の減量化や資源の再利用等に関する取り組み（建設業）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設の際に使用する型枠などの再利用に努めている

建設廃材を他の用途に利用するなど有効利用に努めている

建設残土の発生をできるだけ少なくするための工夫をしている

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う

今後取り組んでいきたい 無回答
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・事業所から排出される廃棄物の削減については、約３割の事業所が現状を維持するのが精

一杯とする一方で、同程度の事業所は削減できる可能性があるとしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・廃棄物の減量やリサイクルに大きな効果があった取り組みとしては、「リサイクル材料の使

用」が 19件中 4件と最も多く、次いで「書類の再利用」が 2件となっています。 
 
４ エネルギー等の利用について 

・エネルギー利用の把握状況については、電気は５割近く、ガスは４割近く、石油類は６割近く、水は４割近くの

事業所が使用量を把握しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物の削減可能量

2%
9%

17%

4%

32%

6%

4%

9%

17%
30％以上削減できる可能性がある

20％程度なら削減できる可能性があ
る
10％程度削減できる可能 性

５％程度なら削減できる可能性があ
る
現状を維持するのが精一杯

今後の事業内容等を考えると現状よ
り増加するのはやむを得ない
その他

分からない

無回答

電気使用量の把握

21%

26%

44%

9%

細かく把握している 概算では把握している
把握していない 無回答

ガス使用量の把握

13%

26%

50%

11%

細かく把握している 概算では把握している
把握していない 無回答

石油類使用量の把握

21%

34%

37%

8%

細かく把握している 概算では把握している

把握していない 無回答

水使用量の把握

11%

28%

53%

8%

細かく把握している 概算では把握している

把握していない 無回答
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・また、７割近い事業所が所内に自動販売機を設置しています。設置している事業所のうち３／４は省エネ型（ピ

ークカット機能付き）の自動販売機は設置していませんが、一方で全て省エネ型という事業所も２割近くありま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・省エネルギー等に関する取り組みについて、過半数の事業所が照明や電気機器のスイッチ

をこまめに切ったり冷暖房の設定温度を管理しています。また、４割近い事業所が従業員

への啓発・指導、建物の工夫、省エネルギー型機器の導入を行っています。一方、新エネ

ルギー設備の導入や省エネルギーの計画を作成している事業所は１割以下となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

省エネルギー等に関する取り組み

0% 20% 40% 60% 80% 100%

省エネルギー型の機器や設備を積極的に導入している

太陽光・太陽熱を有効に活用している

その他の新エネルギー設備（風力発電、バイオマスエネル
ギー、燃料電池など）を導入している

コージェネレーションや排熱利用などを導入している

冷暖房の設定温度を管理している

照明や電気機器のスイッチをこまめに切るようにしている

省エネルギーに配慮した建物の工夫（自然採光、通風、断熱化
など）を行っている

節水型の機器やシステムの導入を行っている

雨水の利用や一度使った水の再利用などをしている

従業員に省エネルギーや節水の啓発・指導をしている

省エネルギーに関する計画書などを作成し取り組みを進めてい
る

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う

今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない

自社とはあまり関係がない 無回答

省エネ型自動販売機の設置割合

74%

3%

0%

6%

0%

17% 省エネ型なし

25％未満

25～49％

50～74％

75～99％

全て省エネ型

自動販売機の設置

66%

34%

設置している 無回答
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・事業所におけるエネルギー使用量の削減については、４割以上の事業所が削減できる可能

性があるとしています。また約３割の事業所が現状を維持するのが精一杯としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・省エネルギー等に大きな効果があった取り組みとしては、「省エネ型機器の導入」が 9件中

4件と最も多く、次いで「機器使用時の配慮」が 3件となっています。 
・また、省エネルギー対策または自然エネルギーの導入を実施する場合、実施可能な投資回

収年数については、わからないとする事業所が多いものの、10年未満とする事業所が２割
程度あります。また年数にこだわらず補助金が出れば実施するとした事業所も２割近くあ

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギー使用量の削減可能量

0% 11%

17%

15%

31%

2%

2%

11%

11%
30％以上削減できる可能性がある

20％程度なら削減できる可能性があ
る
10％程度削減できる可能 性 が ある

５％程度なら削減できる可能性がある

現状を維持するのが精一杯

今後の事業内容等を考えると現状より
増加するのはやむを得ない
その他

分からない

無回答

エネルギー対策の実施が可能な投資回収年数

9%

13%

8%

4%

17%

36%

13% ５年未満

５年以上10年未満

10年以上20年未満

回収年数 に は にこ だわ ら ず
境によいことなので実施する
回収年数 に は にこ だわ ら ず
助金が出るのであれば実施する
分からない

無回答
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５ 自動車利用について 
・事業所における自動車利用の把握状況について、保有台数は約９割、走行距離や燃料消費量については４割近く、

マイカー通勤者数については約９割の事業所が把握しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自動車利用による環境負荷の削減に関する取り組みについて、約３割の事業所がアイドリ

ングストップを推進しているほか、約２割が燃費の良い車・規制基準適合車を積極的に導

入したり業務用車両の利用自体を削減しています。一方、代替交通手段の利用やマイカー

通勤の自粛・利用客への車による来店抑制の呼びかけを行っている事業所は１割未満です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車保有台数の把握

79%

11%

6%
4%

細かく把握している

概算では把握している

把握していない

無回答

年間総走行距離の把握

6%

30%

58%

6%

細かく把握している

概算では把握している

把握していない

無回答

年間燃料消費量の把握

11%

26%

54%

9%

細かく把握している

概算では把握している

把握していない

無回答

マイカー通勤者数の把握

65%

25%

6%
4%

細かく把握している

概算では把握している

把握していない

無回答

自動車利用による環境負荷削減に関する取り組み

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務用車両の低公害車への転換を行っている

燃費のよい車や最新の規制基準適合車を積極的に導入している

業務用車両を代替する交通（公共交通機関、自転車、徒歩など）

の積極的な利用を行っている

輸送ルートの効率化、積載率の向上、共同輸配送などにより、業

務用車両の利用を削減している

混雑時の業務用車両の利用をできるだけ避けるようにしている

業務用車両のアイドリングストップを進めている

マイカー通勤の自粛や時差通勤などを進めている

利用客へ、車での来店を控えるように呼びかけている

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う
今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない
自社とはあまり関係がない 無回答
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・事業所における自動車利用の削減については、約４割の事業所が現状を維持するのが精一

杯とする一方、約２割の事業所が削減できる可能性があるとしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自動車利用による環境負荷の削減に大きな効果があった取り組みとしては、「アイドリング

ストップの奨励」が 7件中 5件と最も多くなっています。 
 

自動車利用量の削減可能量

13%

11%

40%

6%

2%

17%

11% 10％程度削減できる可能性がある

５％程度なら削減できる可能性がある

現状を維持するのが精一杯

今後の事業内容等を考えると現状より増加
するのはやむを得ない
その他

分からない

無回答
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６ その他の環境保全への取り組みについて 
・廃棄物やエネルギー・自動車以外の分野における環境保全の取り組みについて、約４割の

事業所が敷地内の緑化に努めています。また環境保全に寄与する製品・サービスを供給し

ている事業所も約２割あります。なお、他の取り組みを行っている事業所は１割未満です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・また、地域などでの環境保全活動への貢献として可能なものについては、従業員の協力が

最も多く、次いで自社の持つ技術などの提供、場所の提供、道具や機材の提供の順になっ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域などの環境保全活動への貢献

20.8

20.8

7.5

39.6

13.2

22.6

9.4

3.8

24.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

環境保全活動のための場所の提供

環境保全活動のための道具や機材の提供

環境保全活動への寄付などの金銭的支援（事業

所単位で行うもの）

環境保全活動への従業員の協力

ボランティア休暇制度など従業員の自主的参加を

支援する制度の設立

自社で持つ技術や情報・つながり（リサイクルルー

トなど）の提供

自社で持つ環境保全技術などの提供

その他

無回答

(%)

環境保全への取り組み
0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境保全に寄与する製品・サービスを供給している

施設の壁面、屋上緑化に努めている

環境保全のための方針（環境方針）を設定している

社内における環境教育を実施している

環境保全のためにかけた費用と、それによって得られた効用を算定している

（環境会計）

積極的に取り組んでいる 取り組んでいるが、まだまだ取り組めると思う

今後取り組んでいきたい 今後も取り組むことは考えていない

自社とはあまり関係がない 無回答
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７ 重点的に取り組むべき環境施策について 
・今後、市に重点的に進めてほしい環境施策の分野については、河川や水路の改善などの水

質汚濁対策が最も多く、歴史的文化財の保護・継承、自然とふれあえる場の整備・創出、

新エネルギー・省エネルギーの推進に対する期待も高くなっています。 
 
 
 

市に進めてほしい環境施策の分野

18.9

34.0

7.5

11.3

17.0

17.0

5.7

17.0

20.8

5.7

17.0

9.4

22.6

11.3

15.1

20.8

9.4

7.5

20.8

26.4

22.6

17.0

17.0

17.0

5.7

7.5

15.1

5.7

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１．大気汚染対策

２．水質汚染対策

３．騒音・振動対策

４．悪臭対策

５．市内の水路の水質改善

６．（過去に大きな被害のあった）集中豪雨への対策

７．生ごみの堆肥化への取り組み 

８．リサイクル品目の多様化、再生利用の促進

９．ごみの減量化対策（ごみの有料化、包装の簡素化など）

10．有害化学物質対策

11．農薬対策

12．自動車交通公害対策、人中心の道路づくり

13．新エネルギーの利用、省エネルギーの推進

14．貴重な動植物などの保全・保護

15．身近なみどりの保全・ 創出

16．自然な水辺環境の保全

17. 田園風景などの自然景観（眺め）の保全

18. 環境保全型の農林業の活性化

19. 町並みの保全・整備

20. 歴史的文化財の保護・継承

21. 公園・広場・緑道など自然とふれあえる場の整備・創出

22. 地域の環境や市の環境施策に関する情報の提供

23. 環境問題全般に関する情報の提供

24. 環境教育や環境学習の場の整備・充実

25. 環境保全団体等への活動の支援

26. 環境産業の育成

27. 環境保全のための市の独自税制・経済的措置

28. その他

無回答

(%)
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・一方、事業者自らが重点的に取り組むべき分野としては、水質汚濁対策と有害化学物質対

策が最も多く、悪臭対策、新エネルギー・省エネルギーの推進、リサイクルの推進、ごみ

の減量化、大気汚染対策も多くあげられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業者が取り組むべき環境施策の分野

22.6

32.1

17.0

26.4

3.8

18.9

24.5

22.6

32.1

11.3

7.5

24.5

7.5

5.7

1.9

3.8

9.4

3.8

1.9

3.8

3.8

1.9

7.5

5.7

7.5

1.9

22.6

0.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１．大気汚染対策

２．水質汚染対策

３．騒音・振動対策

４．悪臭対策

５．市内の水路の水質改善

６．（過去に大きな被害のあった）集中豪雨への対策

７．生ごみの堆肥化への取り組み 

８．リサイクル品目の多様化、再生利用の促進

９．ごみの減量化対策（ごみの有料化、包装の簡素化など）

10．有害化学物質対策

11．農薬対策

12．自動車交通公害対策、人中心の道路づくり

13．新エネルギーの利用、省エネルギーの推進

14．貴重な動植物などの保全・保護

15．身近なみどりの保全・ 創出

16．自然な水辺環境の保全

17. 田園風景などの自然景観（眺め）の保全

18. 環境保全型の農林業の活性化

19. 町並みの保全・整備

20. 歴史的文化財の保護・継承

21. 公園・広場・緑道など自然とふれあえる場の整備・創出

22. 地域の環境や市の環境施策に関する情報の提供

23. 環境問題全般に関する情報の提供

24. 環境教育や環境学習の場の整備・充実

25. 環境保全団体等への活動の支援

26. 環境産業の育成

27. 環境保全のための市の独自税制・経済的措置

28. その他

無回答

(%)
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４．ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 基本方針（第８条－第11条） 

 第３章 基本施策（第12条－第25条） 

 第４章 審議会（第26条－第33条） 

 附則 

 

 民話のふるさと遠野市は、早池峰山の麓に抱かれた、水清く、空気が澄み、緑豊かな、北

上高地の中央に開けた盆地のまちである。この恵まれた自然環境のもとに、遠野特有の文化

が創造され、現代に受け継がれてきた。 

しかし、急激に成長した今日の社会経済活動は、私たちに物の豊かさや生活の便利さをも

たらした一方で、環境への負荷を増大させ、自然生態系のみならず、全ての生物の生存基盤

である地球環境に大きな影響を及ぼすに至っている。 

私たちは、自然の生態系の一部であることを自覚し、自然との共生の中で文化や文明を築

き上げたことを忘れずに、環境への負荷の少ない生活様式を確立し、すべての生命が共存で

きるような社会を創らなければならない。 

ここに、豊かな自然を愛する心を育みつつ連携を深め、貴重な自然環境を後世に残すとい

う責務を認識し、自然環境と人間生活が調和する遠野型環境調和社会の実現を目指して、こ

の条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、遠野型環境調和社会の実現に向け、環境の保全及び創造について基本

理念を定め、並びに市民、滞在者、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、その施

策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって市民の健康で潤いのある生活の確保に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 環境 人間や生物の周囲にあって、意識や行動の面でそれらと何らかの相互作用を及

ぼし合う自然環境、社会的環境及び文化的環境をいう。 

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障

の原因となるおそれのあるものをいう。 

(3) 遠野型環境調和社会 市の土地形態から区分した市街地区域、田園区域、里山区域及

び森林区域の４領域で、住民がそれぞれの環境特性と課題に配慮しながら活動し、各領

域間が協調を図り、総合的に自然環境との共生が形成される社会をいう。 
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 (4) 環境の保全及び創造 環境の自然的構成要素（大気、水、土壌、生物等をいう。）及

び文化的構成要素（文化財、歴史的建造物等をいう。）に着目し、その保護及び整備を図

ることによってこれを良好な状態に保持し、又は形成し、過去に損なわれた自然環境の

再生と自然環境に配慮されなかったものを修復することをいう。 

(5) 滞在者 市内を通過する者又は旅行等により市内に滞在する者をいう。 

(6) 地球環境の保全 人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋汚染そ

の他の地球全体の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。 

(7) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化するこ

とを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘削に

よるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係の

ある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被

害が生ずることをいう。 

(8) 遠野らしさ 厳しい自然条件や社会の営みから創出された歴史、文化、伝統等を市民

が育み継承している中で、四季の彩りを演出している山並み、河川及び田園が見通し景

観に配慮され、良好に維持されている状態をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる恵み

豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければ

ならない。 

２ 環境の保全及び創造は、多様な自然環境が有するそれぞれの特性に配慮し、人と自然が

共生できることを目的として適切に行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、資源が有限であることを自覚し、適正な管理と循環的な利用を

推進し、及び環境への負荷をできる限り低減することによって、環境への負荷の少ない経

済の発展を図りながら、持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべて

の者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的に行われなければならない。 

４ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていることをすべての

者が認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に行われなければならない。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は、日常生活において資源及びエネルギーの節約並びに廃棄物の排出の抑制に

努め、環境美化活動、資源回収活動その他の環境保全活動への積極的な参加に努めるとと

もに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 （滞在者の責務） 

第５条 滞在者は、滞在期間において資源及びエネルギーの節約並びに廃棄物の排出の抑制

その他の環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協

力する責務を有する。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動において生じる公害を防止し、自然環境を適正に保全し、並び

に環境への負荷の低減及び事業場周辺の環境美化に自ら努めるとともに、市が実施する環
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境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 （市の責務） 

第７条 市は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

   第２章 基本方針 

 （施策の基本方針） 

第８条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念に

基づき、次に掲げる事項を基本として、市民及び事業者との協働の下に、総合的かつ計画

的に推進するものとする。 

(1) 市民の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するよう

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に確保すること。 

(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺等の多様な自然環境を地域の

自然的及び社会的条件に応じて適性に保全するとともに、失われた自然環境を再生する

こと。 

(3) 遠野らしい自然景観、歴史にはぐくまれた伝統及び社会的な環境との調和を図り、自

然との豊かなふれあいを確保しながら、人に潤いと安らぎをもたらす快適な環境を保全

及び創造すること。 

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等を推進することにより、

環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するとともに、地球環境の保全

に貢献すること。 

 （環境基本計画） 

第９条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、遠

野市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の方向 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映すること

ができるように必要な措置を講ずるとともに、遠野市環境審議会の意見を聴かなければな

らない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 （年次報告） 

第10条 市長は、毎年、環境の状況、市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施状

況等を明らかにした報告書を作成し、遠野市環境審議会に報告するとともに、これを公表

しなければならない。 

 （財政上の措置） 

第11条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講
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ずるものとする。 

   第３章 基本施策 

 （施策の配慮） 

第12条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造について配

慮するものとする。 

 （環境影響評価の推進） 

第13条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者自

らが環境調査及び環境に及ぼす影響の検討を行い、その結果に基づきその事業に係る環境

の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 （規制の措置） 

第14条 市は、環境の保全上の支障となる行為を防止するため、必要に応じて規制の措置を

講ずるものとする。 

 （誘導措置） 

第15条 市は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者がそ

の活動に係る環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の適切な措置をとるよう

に、誘導に努めるものとする。 

 （施設整備等の推進） 

第16条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共

的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地、河川その他の環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備並びに

森林の整備その他の環境の保全及び創造に資する公共的事業を推進するため、必要な措置

を講ずるものとする。 

 （遠野らしい環境の保全） 

第17条 市は、遠野らしい環境を保全するものとする。 

２ 市は、遠野らしい環境の保全及び創造に関し、自然とのふれあいの場の創出、緑化の推

進、良好な景観の形成その他人に潤いと安らぎをもたらすため、必要な措置を講ずるもの

とする。 

３ 市民、滞在者及び事業者は、遠野らしい環境を理解し、廃棄物の適正な処理並びに使用

済の機器、資材及び遊休地等の適切な管理に努め、良好な自然環境及び生活環境の保全を

尊重しなければならない。 

 （廃棄物の減量の推進等） 

第18条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネ

ルギーの有効利用等が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の

利用が促進されるように必要な措置を講ずるように努めることとする。 

 （環境教育及び学習の振興等） 

第19条 市は、市民及び事業者の環境の保全及び創造についての関心と理解の増進並びに自

発的な活動の促進に資するため、環境教育及び学習の推進並びに広報活動の充実に関し、

必要な措置を講ずるものとする。 



 106 

 （民間団体等の活動促進措置） 

第20条 市は、市民及び事業者又はこれらの組織する団体（以下「民間団体等」という。）が

自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものと

する。 

 （情報の収集及び提供） 

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。 

 （民間団体等の参加） 

第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たっては、民間団体等の参加に

関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 （調査等体制の整備） 

第23条 市は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の

策定に必要な調査を実施するとともに、監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものと

する。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第24条 市は、広域的な取り組みを必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、

国及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。 

（地球環境の保全に関する国際協力） 

第25条 市は、国その他の関係機関と連携し、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努

めるものとする。 

   第４章 審議会 

 （設置） 

第26条 市の環境保全に関する基本施策等を調査し、審議し、及び評価するため、市長の諮

問機関として、遠野市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第27条 審議会は、委員14人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

 (1) 識見を有する者 

 (2) 関係行政機関の職員 

 (3) 各種団体の役職員 

 (4) 公募による者 

 （任期） 

第28条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と 

する。 

 （会長及び副会長） 

第29条 審議会に委員の互選により、会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選任 

する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
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 （特別委員） 

第30条 審議会は、専門の事項を調査、審議及び評価するため必要があるときは、特別委員

を置くことができる。 

２ 特別委員は、市長が必要と認める者のうちから委嘱し、調査等が終了したときは解職さ

れるものとする。 

 （会議） 

第31条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 （庶務） 

第32条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。 

 （補則） 

第33条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

附 則 

 この条例は、平成17年10月１日から施行する。 
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５．遠野市環境審議会委員名簿 

           （任期 平成18年2月13日～平成20年2月12日） 

№ 区分 所       属 職   名 氏   名 

１ 識見 遠野市文化財保護審議会 委員 葛 西 四 朗 

２ 行政 
遠野地方振興局保健福祉環境

部保健福祉環境課 

環境企画総括主任主

査 
浅 沼 俊 光 

３ 団体 遠野地方農業協同組合 よつば女性部部長 菊 池 範 子 

４ 同 上猿ヶ石川漁業協同組合 代表理事組合長 井 手   純 

５ 同 宮守川上流友の会 役員 浅 沼 達 雄 

６ 同 遠野商工会 女性部長 松 田 和 子 

７ 同 岩手県建築士会遠野支部 支部長 佐々木 博 満 

８ 同 遠野市地域婦人団体協議会 会長 多 田  子 

９ 同 宮守町地域婦人団体協議会 会長 菊 池 清 子 

10 同 遠野市ＰＴＡ連合会 会長 菊 池 信 一 

11 同 遠野市公衆衛生組合連合会 理事 石 直 典 高 

12 公募 会社員  増 田 光 宣 

13 同 主婦  小 岩 袷 子 

14 同 主婦  菊 池 富 子 

 

 ※ 「ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例」に基づく 
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６．環境基本計画（案）の諮問及び答申 

（諮問） 

 

                               遠 環 第 41号 

                            平成18年３月13日 

 

遠野市環境審議会 

会長 葛 西 四 朗 様 

 

遠野市長 本 田 敏 秋 

 

   遠野市環境基本計画について 

 遠野市環境基本計画の策定にあたり、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

（答申） 

 

 

平成18年３月30日 

 

 遠野市長 本 田 敏 秋 様 

 

                     遠野市環境審議会 

                      会 長  葛 西 四 朗 

 

   遠野市環境基本計画について（答申） 

 平成18年３月13日付け遠環第41号をもって諮問のありました標記について、 

当審議会は環境全般のあり方等について慎重審議の結果、別添のとおり答申いたします。 

 遠野市は、平成17年10月１日の合併により、２つの個性が融合し、躍動する新しい遠野郷

の創造に向け、歩みはじめていますが、新遠野市の将来の目標である“永遠の日本のふるさ

と”をつくるため、目指すべき環境像である「自然環境と人間生活の調和～遠野型環境調和

社会～」の実現に向けて、市民、滞在者、事業者、市の協働のもとに積極的な環境施策を展

開し、計画の具体的な推進を図るよう要望します。 
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７．遠野市環境基本計画推進委員会要綱      平成17年10月１日 

（設置） 

第１条  遠野市環境基本計画（以下「計画」という。）の推進に係る全庁的な企画並びに 

事業の調整及び連携を図るため、遠野市環境基本計画推進委員会（以下「委員会」と 

いう。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 計画の推進に関すること。 

（２） 計画の進行管理に関すること。 

（３） 年次報告書の作成に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、環境行政に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、助役、生活環境部長及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は助役を、副委員長は生活環境部長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき 

その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

（関係者の出席） 

第５条 委員長は、必要があるときは、関係課長その他の職員に対して、会議に出席を 

求めることが出来る。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、生活環境部において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委 

員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。 

別表（第３条関係） 

区 分 職       名 

政策企画室主幹 総務課長 財政課長 

福祉課長 産業企画室長 農業振興課長 

畜産振興室長 商工観光課長 森林産業室長 

建設課長 都市計画課長 地域生活課長 

文化課長 教育委員会学校教育室長 農業委員会事務局長 

委 員 

清養園クリーンセンター所長 宮守総合支所市民福祉課長  
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８．遠野市環境基本計画推進委員会委員名簿 

☆ 委  員 

 

委 員 長 助    役         臼井悦男（H17.11.25～） 

副委員長 生活環境部長         高橋 啓（H17.10.１～） 

政策企画室主幹        菊池林蔵（H17.10.１～） 

総 務 課 長          安部全一（H17.10.１～） 

財 政 課 長         運萬 勇（H17.10.１～） 

福 祉 課 長         三嶋邦明（H17.10.１～） 

産業企画室長         高坂英利（H17.10.１～） 

農業振興課長         松田拓矢（H17.10.１～） 

   畜産振興室長        堀切弘徳（H17.10.１～） 

商工観光課長         佐々木政嗣（H17.10.１～） 

森林産業室長         菊池幸市（H17.10.１～） 

   建 設 課 長         宮澤一禎（H17.10.１～） 

都市計画課長         立花 恒（H17.10.１～） 

   地域生活課長        菊池光平（H17.10.１～） 

文 化 課 長         木下 隆（H17.10.１～） 

教育委員会学校教育室長   中浜艶子（H17.10.１～） 

農業委員会事務局長     佐々木隆光（H17.10.１～） 

清養園クリーンセンター所長 阿部正秀（H17.10.１～） 

委  員 

宮守総合支所市民福祉課長  佐藤富子（H17.10.１～） 

 



 112 

９．遠野市環境審議会委員名簿（旧遠野市） 

（任期 平成16年５月26日～平成17年９月30日） 

№ 区分 所       属 職   名 氏   名 

１ 知識 遠野市文化財保護審議会 委員 葛 西 四 朗 

２ 行政 
遠野地方振興局 

保健福祉環境部 

保健福祉環境課環境

企画総括主任主査 
浅 沼 俊 光 

３ 団体 遠野地方農業協同組合 よつば女性部部長 菊 池 範 子 

４ 同 上猿ヶ石川漁業協同組合 代表理事組合長 井 手   純 

５ 同 遠野商工会 女性部長 松 田 和 子 

６ 同 遠野市民憲章運動推進協議会 推進委員 熊 谷 義 弘 

７ 同 岩手県建築士会遠野支部 支部長 佐々木 博 満 

８ 同 遠野市地域婦人団体協議会 会長 多 田  子 

９ 同 遠野市ＰＴＡ連合会 監事 菊 池 一 彦 

10 同 遠野市公衆衛生組合連合会 理事 石 直 典 高 

11 公募 主婦  菊 地 セツ子 

12 同 主婦  小 岩 袷 子 

 

 ※ 「ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例」に基づく 
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10．環境基本計画（案）の諮問及び答申（旧遠野市） 
（諮問） 

 

 

遠 環 第 32 号 

                              平成16年５月26日 

 

 遠野市環境審議会長 様 

 

                      遠野市長 本 田 敏 秋 

 

   遠野市環境基本計画について 

 遠野市環境基本計画の策定にあたり、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

（答申） 

 

 

                              平成16年７月15日 

 

 遠野市長 本 田 敏 秋 様 

 

                      遠野市環境審議会 

会長 葛 西 四 朗 

 

   遠野市環境基本計画について（答申） 

 平成16年５月26日付の遠環第32号をもって諮問のありました標記について、当審議会

は環境全般のあり方等について慎重審議の結果、別添のとおり答申いたします。 

 近年の環境問題は、地球的な規模で複雑多岐にわたっていますが、本市が“ふるさと遠野”

として、目指すべき環境像である「自然環境と人間生活の調和～遠野型環境調和社会～」の

実現に向けて、市、事業者、市民、滞在者の協働のもとに積極的な環境施策を展開するよう

要望します。 
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11．遠野市環境懇話会設置要綱（旧遠野市） 

                      （平成15年3月31日廃止） 

（趣旨） 

第１ この要綱は、遠野市環境基本条例等（以下「条例」という。）の策定に係る調査検討を

行うため、遠野市環境懇話会（以下「懇話会」という。）の設置に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（委員） 

第２ 委員は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）関係機関及び関係団体を代表する者 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第３ 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ１名置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第４ 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（庶務） 

第５ 懇話会の庶務は、民生部環境保険課において処理する。 

（補則） 

第６ この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮

って別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成14年９月２日から施行する。 
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12．遠野市環境懇話会委員名簿（旧遠野市） 

         （任期 平成14年11月28日～平成15年３月31日） 

№ 区分 所       属 職   名 氏   名 

１ 学識 北里大学 水産学部教授 岩 田 宗 彦 

２ 団体 遠野地方振興局 保健福祉環境部長 工 藤 紀 夫 

３ 同 岩手南部森林管理署遠野支署 支署長 林   健 二 

４ 同 遠野地方農業協同組合 企画管理本部長 新 田 忠 一 

５ 同 遠野地方森林組合 参事 及 川 快 宏 

６ 同 遠野商工会 観光運輸部会長 平 澤 勝 巳 

７ 同 遠野市観光協会 事務局長 川 原 信 義 

８ 同 遠野市民憲章運動推進協議会 うっこの会顧問 菊 田 ミ ヱ 

９ 同 遠野市地域婦人団体協議会 上郷町婦人会事務局長 尾 形 美 意 

10 同 遠野市ＰＴＡ連合会 綾中ＰＴＡ会長 阿 部 龍 哉 

11 同 遠野市公衆衛生組合連合会 会長 山 口 昌 六 

12 市長 地球温暖化防止活動推進員  佐々木 博 満 

13 同 遠野市保健推進委員協議会 会長 高 柳 エス子 

14 同 遠野市校長会 会長 菊 池 健 次 
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13．遠野市環境審議会設置要綱（旧遠野市） 

                      （平成16年3月31日廃止） 

（趣旨） 

第１ この要綱は、遠野市環境基本条例等（以下「条例」という。）の策定に係る調査及び審

議をするため、市長の諮問機関として遠野市環境審議会（以下「審議会」という。）の設置

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２ 委員は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）関係機関及び関係団体を代表する者 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者 

（会長及び副会長） 

第３ 審議会に委員の互選により、会長及び副会長１名を置く。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第４ 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（庶務） 

第５ 審議会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。 

（補則） 

第６ この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審 

議会に諮って別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 
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14．遠野市環境審議会委員名簿（旧遠野市） 

          （任期 平成15年５月27日～平成16年３月31日） 

№ 区分 所       属 職   名 氏   名 

１ 学識 北里大学 水産学部教授 岩 田 宗 彦 

２ 団体 
遠野地方振興局 

保健福祉環境部 

保健福祉環境課環境

企画担当主任主査 
浅 沼 俊 光 

３ 同 岩手南部森林管理署遠野支署 業務課長 浅 沼 芳 文 

４ 同 遠野地方農業協同組合 総務課長 佐々木 泰 文 

５ 同 遠野地方森林組合 業務課長 立 花 重 雄 

６ 同 岩手県建設業協会遠野支部 青年部長 松 田 真 一 

７ 同 遠野商工会 観光運輸部会長 平 澤 勝 巳 

８ 同 遠野市観光協会 理事 浦 田 穂 一 

９ 同 遠野市民憲章運動推進協議会 自営業 安 部 吉 弥 

10 同 遠野青年会議所 広報メディア委員長 藤 原 純 智 

11 同 遠野市地域婦人団体協議会 理事 大 洞 幸 子 

12 同 遠野市ＰＴＡ連合会 前綾中ＰＴＡ会長 阿 部 龍 哉 

13 同 遠野市公衆衛生組合連合会 理事 石 直 典 高 

14 同 遠野市保健推進委員協議会 会長 高 柳 エス子 

15 同 遠野市校長会 小友中学校教諭 菊 池 貴 広 

16 市長 地球温暖化防止活動推進員  川 原 信 義 

17 同 岩手県建築士会遠野支部 支部長 佐々木 博 満 

18 同 うっこの会 理事 菊 地 セツ子 

19 同 遠野地方農業協同組合 よつば女性部部長 菊 池 範 子 

20 同 遠野商工会 女性部副部長 及 川 セイ子 

 



 118 

15．遠野市環境基本計画策定委員会設置要綱（旧遠野市） 

                      （平成17年9月30日廃止） 

（趣旨） 

第１ この要綱は、遠野市環境基本条例（以下「条例」という。）の制定及び遠野市環境基本

計画（以下「計画」という。）の策定に係る調査・検討を行うための遠野市環境基本計画策

定委員会（以下「委員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２ 委員会が行う所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）条例案の検討に関する事項 

（２）計画案の検討に関する事項 

（３）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 委員会は、条例の制定及び計画の策定に係る調査検討が終了した時は、市長に報告する

ものとする。 

（組織） 

第３ 委員会は、助役、生活環境部長及び各課の管理職をもって組織する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は助役を、副委員長は生活環境部長を充て、委員は別表に掲げる職にある者をも

って充てる。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第４ 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

（ワーキンググループ） 

第５ 委員会に作業部会として、ワーキンググループを置く。 

２ ワーキンググループの所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）地域環境の現状の把握に関する事項 

（２）条例の制定及び計画の策定に対する助言に関する事項 

（３）その他、必要な事項 

３ ワーキンググループ員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

（１）一般公募により選出された者 

（２）関係団体の職員等 

（３）行政機関の職員等 

（４）前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

４ ワーキンググループに、必要に応じて部会を置くことができる。 

５ ワーキンググループは、副委員長が総括する。 

（庶務） 

第６ 委員会及びワーキンググループの庶務は、生活環境部環境課において処理する。 
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（補則） 

第７ この要綱に定めるもののほか、委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成14年７月19日から施行する。 

 この要綱は、平成15年６月９日から施行する。 

 

 

別表１（第３関係） 

区  分 職     名 職     名 職     名 

委 員 長 助役   

副委員長 民生部長(H15.4.1～生

活環境部長） 

  

企画調整課長（H15.４.

１～政策企画室主幹、 

H16.５.１～政策企画室

長） 

農林課長（H15.４.１～

農業振興課長） 

商工観光課長 

建設課長 都市計画課長 下水道課長（H15.４.

１～） 

地域生活課長 文化課長 水道事務所長 

委  員 

教育委員会総務課長

（H15.４.１～学校教育

室長） 

  

 

 

別表２（第５関係） 

 区       分 所         属 

１号関係 一般公募により選出された者 一般公募者 

県 遠野地方振興局保健福祉環境部 

商工団体 遠野商工会 

遠野地方農業協同組合 
農業団体 

上猿ヶ石川漁業協同組合 

産業団体 岩手自動車整備振興会遠野支部 

婦人団体 遠野市地域婦人団体協議会 

２号関係 関係団体の職員等 

衛生団体 遠野市公衆衛生組合連合会 

３号関係 行政機関の職員等 関係課等の担当職員 

４号関係 市長が特に必要と認める者  
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16．遠野市環境基本計画策定委員会委員名簿（旧遠野市） 
☆ 委  員 

 

委 員 長 助    役    海老勝彦（H14.８.23～） 

民 生 部 長    佐藤正市（H14.８.23～H15.３.31） 

菊池卓郎（H15.４.１～H16.３.31） 副委員長 
 生活環境部長 

高橋 啓（H16.４.１～） 

企画調整課長     小原伸夫（H14.８.23～15.３.31） 

政策企画室主幹    荒田昌典（H15.４.１～16.４.30） 

政策企画室長    小原伸夫（H16.５.１～） 

農業振興課長     菊池昌弘（H14.８.23～） 

商工観光課長     運萬 勇（H14.８.23～） 

新田幸賢（H14.８.23～16.３.31） 
 建 設 課 長 

宮澤一禎（H16.４.１～） 

都市計画課長     菊池 守（H14.８.23～） 

宮澤一禎（H15.４.１～16.３.31） 
下 水 道 課 長 

新田幸賢（H16.４.１～） 

佐々木明敏（H14.８.23～16.３.31） 
地域生活課長 

菊池光平（H16.４.１～） 

水道事務所長     菊池長一郎（H14.８.23～） 

教育委員会総務課長  昆 正幸（H14.８.23～H15.３.31） 

委  員 

教育委員会学校教育室長 中浜艶子（H15.４.１～） 
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☆ ワーキンググループ員 

                （任期 平成14年10月29日～平成16年３月31日） 

 区分 所        属 職    名 氏  名 摘  要 

１ 公募 大工町もみじ会  細越 世一  

２ 同 早池峰国定公園自然保護管理員  千葉  和  

３ 同 遠野市博物館研究員  浦田 穂一 ～15.３.31 

４ 団体 遠野地方振興局保健福祉環境部 主任薬剤師 岩館 幸司 ～15.３.31 

５ 同 遠野地方振興局保健福祉環境部 主任 田村 良彦 15.４.１～ 

６ 同 遠野商工会 指導課主幹 河内夕希枝  

７ 同 遠野地方農業協同組合 企画課主幹 佐々木泰文 ～15.３.31 

８ 同 遠野地方農業協同組合 監理役 金浜 洋治 15.４.１～ 

９ 同 上猿ヶ石川漁業協同組合 代表理事組合長 井手  純  

10 同 岩手自動車整備振興会遠野支部 遠野車輌専務 佐々木定雄  

11 同 遠野市地域婦人団体協議会 事務局 鶴田ツカ子  

12 同 遠野市公衆衛生組合連合会 理  事 荒川 栄悦  

13 市職 政策企画室 主事 佐々木奈央 15.４.１～ 

14 同 総務部財政課 管財係長 菊池 一郎  

15 同 産業振興部農林課 農林土木係主任 佐々木康夫 ～15.３.31 

16 同 産業振興部農業振興課 農政係長 菊池 晴夫  

17 同 産業振興部商工観光課 観光係長 小笠原 晋  

18 同 地域整備部建設課 工務係長 佐藤 浩一  

19 同 地域整備部都市計画課 建築係長 立花  恒  

20 同 地域整備部下水道課 集落環境係長 昆  和夫  

21 同 市民センター市民生活課 市民生活係長 菊池  純 ～14.12.31 

22 同 市民センター市民生活課 課長補佐 阿部 正秀 
15.１.１～ 

15.３.31 

23 同 市民センター地域生活課 地域生活係長 宮田  実 15.４.１～ 

24 同 市民センター文化課 文化財係長 荒井 明広  

25 同 水道事務所 工務係長 多田 勝紀  

26 同 教育委員会総務課 学務係長 小向 浩人 ～15.３.31 

27 同 教育委員会学校教育室 主事 佐々木利幸 15.４.１～ 

28 市長 遠野市生活改善グループ連絡協議会 会長 菊池けい子  

29 同 木材加工関係 ノッチアート専務 菊池富久美  

30 同 食料品販売関係 村耕 村上 洋子  

31 同 廃棄物回収業関係 
遠野環境企画

代表取締役 
阿部 孝行 

 

32 同 岩手県農村生活アドバイザー  菊池登志子  

33 同 子育てサークル「ひよこ」  松田 希実  
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17．用語解説 
ア 

アイドリングストップ 

（４０Ｐ）

駐停車の間、車のエンジンを止めること。運輸部門における省エネルギー手法のひ

とつ。 

移入種 

 

（４１Ｐ）

近年、マングース、アライグマ、ブラックバスなど、国外又は国内の他地域から野生

生物が本来有する移動能力を超えて、人為によって意図的・非意図的に移入された

種（外来種）の増加により、地域固有の生物多様性や生態系に対する大きな脅威と

なっている。 

エコイベント 

（３７Ｐ）

イベントが環境に影響を与える側面に配慮し、イベントの開催にあたって環境に配

慮して実施するもの。 

エコ事業所（６０Ｐ） 環境に配慮した取組を自主的に、積極的に実施している事業所。 

エコ整備 

（４１Ｐ）

自動車整備において、エンジンのクリーニング等により燃費の改善を図り、大気汚染

や地球温暖化の原因とされる排出ガス、排気騒音、走行騒音、燃料消費等を最小

限に抑える環境汚染防止のためのメンテナンスを行うこと。 

エコツーリズム 

 

 

 

（３７Ｐ）

エコロジー(Ecology)とツーリズム(Tourism)を組み合わせた造語。動植物などの自然

資源に恵まれた地域で、自然環境との共存を図りながら、自然観察を行ったり、先人

の生活や歴史を学んだりする滞在型の観光のあり方を目指す。従来のマス・ツーリズ

ム（大衆観光）は、自然環境を悪化させる要因の一つとみなされてきたが、これに変

わる新しい観光のあり方として 1980 年代後半に登場した。観光によって地域社会に

収入をもたらし、破壊が進んでいる自然環境の保護などを実現するという、環境保全

への効果が期待される。 

エコマーク商品 

 

 

（５Ｐ）

環境への負荷が少ない、あるいは環境の改善に役立つ環境に優しい製品を示す。

消費者が環境的によりよい商品を選択するときの基準となるよう1990年2月にスター

トした。メーカーや流通業者の申請を受けて（財）日本環境協会が審査し、認定され

た商品にはエコマークをつけることが許される。環境保全効果だけでなく、製造工程

でも公害防止に配慮していることが必要。 

ng-TEQ/Nm3 

 

（１６Ｐ）

気体中のダイオキシン類の毒性等量の単位。ダイオキシン類の中で最強の毒性をも

つ２．３．７．８-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算した量として表す符号。標

準状態（０℃、１気圧）における１立方メートルの排ガス中に、どのくらい含まれている

かをナノグラム（ナノグラムは 10億分の１グラム）単位で表したもの。 

ＮＰＯ 

（５Ｐ）

Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ-Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎの略。医療、福祉、環境、教育などの、あらゆる分野

における民間の営利を目的としない組織（民間非営利組織）の略称。 

ＭＰＮ 

（１６Ｐ）

人畜の排泄物などによる汚染の程度を知る大腸菌群数の単位。培養検出された発

酵管の本数から確率論で計算した最確数として表示する。 

オゾン層破壊 

 

 

 

 

 

（３Ｐ）

地球上のオゾン（O3）の大部分は成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。オゾン

層は太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し地球上の生物を守ってい

る。このオゾン層が近年フッ素化合物（総称フロン）などの人工化学物質によって破

壊されていることが明らかになってきた。フロンと同様にオゾン層を破壊するものに消

火剤用ハロン、洗剤用トリクロロエタン、四塩化炭素などがある。オゾン層の破壊によ

り紫外線が増加し、白内障、皮膚ガンの増加、皮膚免疫機能の低下など人間の健

康に大きな悪影響を及ぼす。オゾン層の保護の国際的対策として「オゾン層を破壊

する物質に関するモントリオール議定書」が 1987 年に採択された。我が国でもオゾ

ン層保護対策を進めるため、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に

関する法律」が制定されている。 

カ 

海洋汚染  （２５Ｐ）海洋への有害物質の流入、船舶の航行や石油などの海底資源の開発に伴う油の流

出、廃棄物の海洋投棄及び洋上焼却などで海洋が汚染されること。 




